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Ⅰ はじめに 

 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター（以下「FINMAC」1という。）

は、平成 21 年（2009 年）8 月に設立されました。翌年（2010 年）2 月に紛争解決等業務2

を開始してから本年（2025 年）で 15 年が経ちました。この間、関係各位のご理解、ご協力

を得て、ADR 制度の一端を担う機関として、証券・金融商品取引に係る相談、苦情処理、

紛争解決の実現に取り組んできました。昨年度（令和 6 年（2024 年）度）までの間に受け

付けた件数は、相談 89,386 件、苦情 17,041 件、あっせん申立て 3,806 件に達しています

（図表 1）。 

 

図表 1：苦情、相談、あっせん件数 

 

 本稿3は、この機会にこれまでの FINMAC の業務を振り返り、その内容について皆様の

理解をさらに深めていただこうとするものです。以下の記述は筆者（専務理事高橋）個人の

理解に基づくものであり、また、意見にわたる部分は筆者自身のものです。理解の不足や誤

り、ご意見等があればご指摘を賜れば幸いです。 

Ⅱ FINMACの沿革 

 裁判外紛争解決手続（ADR：Alternative Dispute Resolution）の制度は、裁判所での訴

訟に代わり、あっせん、調停など当事者の合意に基づき紛争の解決を図る制度であり、平成

19 年（2007 年）4 月に施行された裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（以下

 

1 FINMAC（フィンマック）は、英文名称（Financial Instruments Mediation Assistance Center）の頭

文字の略称である。 

2 本稿では、相談、苦情処理、紛争解決手続（あっせん手続）の業務を「紛争解決等業務」として用いて

いる。金商法では「紛争解決等業務」は「苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随す

る業務」（同法第 156 条の 38 第 11 項）と規定され、相談業務は付随業務に含まれる。 

3 本稿における、データ、事実関係は、別に記載がある場合を除き、令和 7 年（2025 年）7 月 1 日時点の

ものである。データは万全を期して作成しているが事後訂正する場合がある。 

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

相談件数 1,659 7,017 6,626 6,136 7,406 9,065 7,616 6,736

苦情処理件数 198 1,190 1,530 1,152 975 629 1,374 1,226

あっせん手続件数 38 309 467 334 159 110 140 152

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 合計 最近平均 全期間平均

相談件数 5,615 4,691 4,790 4,796 4,148 4,653 4,690 3,742 89,386 4,362 5,848

苦情処理件数 1,013 1,631 1,048 867 928 1,266 1,155 859 17,041 1,093 1,123

あっせん手続件数 129 712 402 159 117 178 227 173 3,806 193 251

（注）あっせんは当年度の申立件数であり、取下げ等を含んでいる。

　　　最近平均は2022年度～2024年度としている。
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「ADR 法」という。）で導入された。また、金融サービス利用者と金融機関間の紛争（トラ

ブル）については、特別な ADR 制度（金融 ADR 制度）が設けられた。金融 ADR 制度は、

金融商品取引法（以下「金商法」という。）、銀行法などに基づくものであり、金融商品取引

法等の一部を改正する法律（平成 21 年法律第 58 号）により導入されたものである。同法

は平成 21 年（2009 年）6 月に公布され、金融 ADR 制度に係る規定は翌年（2010 年）10

月に施行された。 

FINMAC は、証券・金融商品に係る金融 ADR 制度を担う組織として、また、金融商品

取引業関係団体における紛争解決等業務の一元化を図るための組織として、特定非営利活

動促進法（以下「NPO 法」という。）に基づく特定非営利活動法人として平成 21 年（2009

年）8 月に設立された。金融 ADR 制度の施行を踏まえ早期の設立が求められたことから、

当時、他の組織形態よりも早期に設立が可能と考えられた特定非営利活動法人の形態が選

ばれたものである。平成 22 年（2010 年）1 月に金商法の認定投資者保護団体の認定、ADR

法の認証 ADR 機関の認証を受け、同年 2 月に、これらに係る業務を開始するとともに、自

主規制機関から委託4を受けた紛争解決等業務を開始した。次いで、平成 23 年（2011 年）

2 月に金商法の指定紛争解決機関の指定を受け、同年 4 月に指定紛争解決機関としての業務

を開始した（図表 2）。 

 

図表 2：年表 

 

 

4 FINMAC の設立時は、自主規制機関は日証協、投信協、顧問協、金先協、日本商品投資販売業協会の 5

団体であった。日本商品投資販売業協会は第二種金商業のうち商品ファンドに係る事業についての自主規

制機関であったが、その他の第二種金商業については自主規制機関が存在していなかった。同協会は平成

23 年（2011 年）2 月 28 日に解散し、代わりに第二種協が設立され、同年 6 月 30 日から第二種金商業に

ついて自主規制機関となった。 

年　月 事　項

2007年 4月 1日 ADR法が施行される（ADR制度の創設）。

2009年 6月24日 金融商品取引法等の一部を改正する法律が公布される（金融ADR制度の創設）。

2009年 8月 7日 東京都のNPOの認証を受ける。

2009年 8月24日 設立登記が行われる。

2010年 1月19日 認定投資者保護団体としての認定を受ける。

2010年 1月22日 認証ADR機関としての認証を受ける。

2010年 2月 1日
日本証券業協会等（注）から委託を受けた紛争解決等業務を開始する。
認定投資者保護団体、認証ADR機関としての業務を開始する。

2010年10月 1日 金融商品取引法等の一部を改正する法律（金融ADR部分）が施行される。

2011年 2月15日 指定紛争解決機関としての指定を受ける。

2011年 4月 1日 指定紛争解決機関としての業務を開始する。

2011年 6月30日 第二種金融商品取引業協会から委託を受けた紛争解決等業務を開始する。

2020年 5月 1日 日本暗号資産等取引業協会、日本STO協会から委託を受けた紛争解決等業務を開始する。

（注）当時、日本証券業協会、投資信託協会、日本投資顧問業協会、金融先物取引業協会、日本商品投資販売業協会の5団体である。
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Ⅲ FINMACの性格 

1 自主規制機関の紛争解決等業務の受託団体 

金商法の自主規制機関（認可金融商品取引業協会5、認定金融商品取引業協会6）は苦情処

理、紛争解決業務を行うこととされている（同法第 77 条第 1 項（第 78 条の 6 において準

用）、第 77 条の 2（第 78 条の 7 において準用））が、これらの業務を第三者に委託するこ

とができるとされる（同法第 77 条の 3（第 78 条の 8 第 1 項において準用））。委託を受け

た者は、自主規制機関の構成員（以下「協会員」という。）に対し、資料の提出等を求める

ことができ、協会員は正当な理由がないのに、その求めを拒んではならない（同法第 77 条

の 3 第 4 項において準用する第 77 条、第 77 条の 2。第 78 条の 8 において準用する、第

78 条の 6 において準用する第 77 条、第 78 条の 7 において準用する第 77 条の 2）。 

FINMAC は、現在、日本証券業協会（以下「日証協」という。）、投資信託協会（以下「投

信協」という。）、日本投資顧問業協会（以下「顧問協」という。）、金融先物取引業協会（以

下「金先協」という。）、第二種金融商品取引業協会（以下「第二種協」という。）、日本暗号

資産等取引業協会（以下「暗号資産協」という。）、日本 STO 協会（以下「STO 協」という。）

の 7 団体から紛争解決等業務の委託を受けており7、各協会員を協定事業者8として、その金

融取引に係るトラブルについて紛争解決等業務を行っている（定款第 6 条（1）（2）イ、苦

情解決支援とあっせんに関する業務規程（以下「業務規程」という。）第 4 条第 1 項（1）、

第 2 項（1）～（7））。協定事業者に係る紛争解決等業務は、自主規制機関との間で締結され

る協定書に従って行われる（業務規程第 5 条第 1 項）。 

協定事業者が仲介業者を利用している場合がある。仲介業者には、金商法の金融商品仲介

業者と、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律（以下「金融サービス法」

という。）の金融サービス仲介業者がある。金融商品仲介業者に係る取引については、委託

 

5 認可金融商品取引業協会の認可を受けているのは日証協のみである。  

6 認定金融商品取引業協会の認定を受けているのは、投信協、顧問協、金先協、第二種協、暗号資産協、

STO 協である。 

7 投信協と顧問協は令和 8 年（2026 年）4 月に統合し、一般社団法人資産運用業協会となるため、6 団体

となる。暗号資産協については暗号資産等関連デリバティブ取引業に係るものが対象であり、暗号資産の

現物取引は対象外である。STO 協については電子記録移転権利等の売買その他の取引等が委託の対象であ

る。なお、電子記録移転権利に係る取引は第一種金商業であり、適用除外電子記録移転権利に係る取引は

第二種金商業に該当する。  

8 協定事業者は、自主規制機関に加入する第一種金商業者、第二種金商業者、投資助言・代理業及び投資

運用業者、登録金融機関であり、2,360 社（2024 年度末）である。 
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を行った金融商品取引業者（以下「金商業者」という。）が、金融商品仲介業者が顧客に加

えた損害を賠償する責任を負う仕組み（所属金融商品取引業者制度）がとられること（金商

法第 66 条の 24）から、協定事業者に係る金融商品仲介業者の取引についても紛争解決等業

務の対象としている（定款第 3 条第 6 項、第 6 条（1）（2）イ、業務規程第 4 条第 1 項（1））。

金融商品仲介業者と FINMAC との間に直接の契約関係はなく、委託元の協定事業者を通じ

て、あっせん期日への出席、資料の提出等の協力を求めている。金融サービス仲介業者に係

る取引については、FINMAC ではなく、日本金融サービス仲介業協会が苦情処理、顧客と

会員業者との間の紛争の解決のあっせんを行う（同協会定款第 5 条（7））。 

2 金融 ADR機関（指定紛争解決機関） 

 金商法では金融 ADR 制度として指定紛争解決機関の制度が設けられている。指定紛争解

決機関が存在する場合、金商業者等は、指定紛争解決機関と紛争解決等業務に係る手続実施

基本契約（以下「基本契約」という。）を締結する義務がある（同法第 37 条の 7 第 1 項第

1 号イ等）。基本契約の内容は、金商業者等は、顧客から申立てがあれば正当な理由がなく

紛争解決手続への参加を拒むことができないこと（同法第 156 条の 44 第 2 項第 2 号）、正

当な理由がなく報告、帳簿書類等の提出の求めを拒むことができないこと（同項第 3 号）、

また、一定の場合を除いて受諾が義務づけられる特別調停案を提示できること（同項第 5 号、

同条第 6 項）等とされる9。 

 指定紛争解決機関の指定は金融商品取引業の種別ごとに行われる（金商法第 156 条の 39

第 1 項、第 4 項）。FINMAC は特定第一種金融商品取引業務10（以下「第一種金商業」とい

う。）について指定を受けており11、第一種金融商品取引業者（以下「第一種金商業者」とい

う。）と個別に基本契約を締結し、紛争解決等業務を行っている（定款第 6 条（1）（2）の

2、業務規程第 4 条第 1 項（3）、第 2 項（9）、第 5 項）。 

 

9 このほか、顧客が指定紛争解決機関の存在を知らない場合には利用する機会を失うこともあり得ること

から、基本契約において、指定紛争解決機関に加入する金融商品取引関係業者が、その顧客に対し必要な

情報の提供その他の措置を講じなければならないことを定めることとされている（金商法第 156 条の 44

第 2 項第 10 号）。 

10 金商業者が行う金商法第 28 条第 1 項各号に掲げる行為に係る業務及び第 35 条第 1 項の規定により行

う業務並びに当該金商業者のために金融商品仲介業者が行う第 2 条第 11 項第 1 号から第 3 号までに掲げ

る行為に係る業務（同法第 156 条の 38 第 2 項）である。  

11 FINMAC は第一種金商業以外の金融商品取引業務に係る指定は受けていない。また、FINMAC 以外

に金商法の指定紛争解決機関の指定を受けている者はない。なお、金融サービス法では金融サービス仲介

業について指定紛争解決機関の制度があるが、これについても FINMAC は指定を受けておらず、他の者

も指定を受けていない。 
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 第一種金商業者に係る紛争解決等業務は指定紛争解決機関として基本契約に基づき行う

（業務規程第 4 条第 3 項）。第一種金商業者が自主規制機関に加入している場合には、その

紛争解決等業務は、指定紛争解決機関として行うのと同時に受託団体の業務として行うも

のでもある12。 

銀行は銀行業務として一定の金融商品の販売等を行うことができる（銀行法第 2 条第 25

項、第 10 条）が、その場合、登録金融機関として金商法の登録を受ける必要がある（同法

第 33 条の 2）。登録金融機関の行う金融商品取引が第一種金商業に当たる場合でも、登録金

融機関には指定紛争解決機関との基本契約の締結義務はない（同法第 37 条の 7 第 1 項第 1

号）。銀行業務については、全国銀行協会（以下「全銀協」という。）が銀行法の指定紛争解

決機関の指定を受けており、銀行が銀行業務として金融商品取引を行った場合、これに係る

紛争解決等業務は全銀協を指定紛争解決機関として行われる。他方、登録金融機関は日証協

に特別会員として加入しており、FINMAC が日証協の協会員に関する紛争解決等業務を受

託団体の業務として行うことから、FINMAC によっても銀行の金融商品取引に係る紛争解

決等業務が行われる（定款第 3 条第 6 項、第 6 条（1）（2）イ）。したがって、銀行の金融

商品取引について、顧客は全銀協にも FINMAC にも紛争解決の申立て等を行うことができ

ることとなる。 

3 認定投資者保護団体 

金商法では、自主規制機関以外の団体が苦情処理、紛争解決（あっせん）業務を行う場合

に、当該団体を認定し、その業務の信頼性を高める認定投資者保護団体の制度が設けられて

いる（同法第 79 条の 7 第 1 項）。認定投資者保護団体は、同意を得た金商業者等を対象事

業者として、認定業務（苦情処理、あっせん業務）を行うこととされている（同法第 79 条

の 11 第 1 項）。認定投資者保護団体は対象事業者に対し資料の提出等を求めることができ、

対象事業者は正当な理由がないのに、その求めを拒んではならない（同法第 77 条の 12 に

おいて準用する第 77 条、第 77 条の 13 において準用する第 77 条の 2）。 

FINMAC の設立当時、第二種金融商品取引業（以下「第二種金商業」という。）全般に係

る自主規制機関が存在しなかった13ため、認定投資者保護団体の制度を活用するとして第二

種金商業について認定投資者保護団体として認定を受けたものである。その後、第二種金商

業に係る自主規制機関として第二種協が設立されたが、引き続き、第二種協に未加入の第二

種金融商品取引業者（以下「第二種金商業者」という。）を対象として、認定投資者保護団

 

12 自主規制機関に加入している事業者は、各自主規制機関が業務委託に係る支払を行っていることから

基本負担金の負担はないが、未加入の事業者は加入事業者に係る負担金額の 1.5 倍の支払としている（業

務規程第 6 条の 2）。 

13 脚注 4 参照。 
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体としての紛争解決等業務を行うものである（定款第 6 条（1）（2）ロ、業務規程第 4 条第

1 項（2）、第 2 項（8）、第 6 項）。 

金商法では、金融商品取引業について指定紛争解決機関が存在しない場合、金商業者に紛

争解決等業務について一定の苦情処理措置及び紛争解決措置（以下「金融 ADR 代替措置」

という。）をとることを義務づけており（同法第 37 条の 7 第 1 項第 1 号ロ等）、金融 ADR

代替措置の 1 つとして、金融商品取引業協会、認定投資者保護団体などの利用が定められ

ている（金融商品取引業等に関する内閣府令（以下「金商業府令」という。）第 115 条の 3

第 1 項第 2 号、第 5 号、第 2 項第 1 号、第 5 号等）。 

第二種金商業には指定紛争解決機関が存在しないため、第二種金商業者は金融 ADR 代替

措置をとる必要があり、認定投資者保護団体である FINMAC が金融 ADR 代替措置として

利用されているが、他の組織を利用することも可能であり、第二種協に未加入の第二種金商

業者の全てが FINMAC を利用しているわけではない。第二種金商業者が FINMAC を利用

する場合、個別に契約を締結（利用登録）し、利用登録をした者を特定事業者14として、そ

の紛争解決等業務が行われる。 

FINMAC が第二種金商業について指定紛争解決機関の指定を受ければ、第二種金商業者

には FINMAC との基本契約の締結義務が生じ、FINMAC は認定投資者保護団体として紛

争解決等業務を行う必要がなくなる15。 

4 認証 ADR機関 

 ADR 法では、認証 ADR 機関の認証（同法第 5 条）、認証 ADR 機関による紛争解決手続

について時効の完成猶予（同法第 25 条）などの制度が設けられている。FINMAC が指定

紛争解決機関として行う以外の紛争解決手続については時効の完成猶予等の法的効果はな

い。FINMAC はこの法的効果を得るために認証 ADR 機関としての認証を受けている16。

FINMAC の紛争解決等業務は指定紛争解決機関等として行うのと同時に、認証 ADR 機関

として行うものである（業務規程第 4 条第 4 項）。 

 第一種金商業を行わない投資助言・代理業者、投資運用業者であって投信協、顧問協に未

加入の者（以下「未加入投資運用業者等」という。）は、指定紛争解決機関が存在しないた

 

14 特定事業者は 394 社である（2024 年度末）。特定事業者には基本負担金等の支払義務がある（業務規

程第 6 条第 2 項）。 

15 全銀協は認定投資者保護団体の認定を受けていたが、指定紛争解決機関の指定を受け、その認定を返上

している。現在、認定投資者保護団体の認定を受けているのは FINMAC のみである。 

16 指定紛争解決機関として行う紛争解決手続については認証 ADR 機関の認証を受ける必要はない。全銀

協は銀行法の指定紛争解決機関の指定を受けているが、認証 ADR 機関としての認証は受けていない。 
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め金融 ADR 代替措置をとる必要があり17、その場合、認証 ADR 機関としての FINMAC を

利用できるようにみえる。しかし、FINMAC が認証を受けた紛争の範囲18は「金融商品取

引についてセンターが対象とする金融商品取引業者等と顧客との間に生じた紛争」であり、

業務規程においては、第二種金商業者を除き、自主規制機関に未加入の者を紛争解決等業務

の対象としていない。このため、未加入投資運用業者等は金融 ADR 代替措置として

FINMAC を利用できず、その他の組織を利用することとなる19。 

 なお、FINMAC の紛争解決等業務と金融商品取引業等との関係を示せば、図表 3 のとお

りであり、受託団体等としての紛争解決等業務を行う場合の法律上の違いは図表 4 のとお

りである。 

 

図表 3：FINMAC の業務と金商業等（イメージ） 

 

  

 

17 投資助言・代理業、投資運用業の自主規制機関に加入する事業者、登録金融機関については、受託団体

として行う紛争解決等業務が金融 ADR 代替措置となっている。  

18 ADR 法では、和解の仲介を行う紛争の範囲を定めていることが認証の基準の 1 つとされている（同法

第 6 条第 1 号）。  

19 例えば、東京弁護士会と ADR 利用の契約を締結している事業者がある。 

図表 3 FINMACの業務と金商業等（イメージ） 

 

（注）STO 関連、投資信託・投資法人関連で第一種金商業に該当しないものが、第二種金商業に当たる場合がある。 
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図表 4：組織の性格と法律上の効果 

 

 

Ⅳ FINMACの組織・収入 

紛争解決等業務を適切に実施するには必要な人的態勢とそれを支える収入の確保が必要

である。 

 

図表 5：FINMAC の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

手続応諾義務 手続協力義務 和解案受諾義務 時効完成猶予 特定和解

受託団体 × 〇 × × ×

指定紛争解決機関 〇 〇 〇 〇 ×

認定投資者保護団体 × 〇 × × ×

認証ADR機関 × × × 〇 〇

（注）法律に規定がある場合を〇としている。

　　　各義務は金商業者等のものである。

　　　和解案受諾義務は特別調停案の制度のことである。

社 員 総 会 

理 事 会 

理 事 長 あっせん委員候補者推薦委員会 

運営審議委員会 

監 事 

事 務 局 

東京事務所 大阪事務所 

特 別 顧 問 

（法律の専門家） 

 

あっせん委員 

 

指導・助言 
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1 組織 

 NPO 法に基づき、最高決定機関としての社員総会20、業務執行を行う理事21がある。理事

により理事会を組織し（定款第 31 条）、業務運営の基本的事項を検討・決定している。事務

局を設置し、事務局にはセンター長及び必要な職員を置き（同第 43 条）、理事長が業務を総

理している（同第 16 条）。また、業務運営の公正性・適切性を図るため、諮問機関として運

営審議委員会を設けている（同第 40 条）（図表 5）。 

事務所は東京と大阪にあり22、職員数は 26 名（うち相談員 12 名）である23。紛争解決手

続を担う機関としてあっせん委員を置き（定款第 41 条）、全国を 9 地区に分け24、38 名（東

京地区 16 名、大阪地区 6 名、名古屋地区 4 名、他地区各 2 名）25のあっせん委員を置いて

いる26。あっせん委員の選任27を適切に行うために、理事長の諮問機関としてあっせん委員

 

20 FINMAC の目的に賛同して入会した個人を正会員としており、これを NPO 法の社員としている（定

款第 7 条（1））。このほか、FINMAC の事業を賛助するために入会した個人及び法人を賛助会員としてい

る（同条（2））。 

21 特定非営利活動法人には、役員として、理事 3 人以上及び監事 1 人以上を置かなければならない（NPO

法第 15 条）。 

22 東京事務所は東京都中央区日本橋茅場町の第二証券会館にあるが、設立時には同じ日本橋茅場町の第

三証券会館にあり、平成 29 年（2017 年）4 月 1 日に移転した。大阪事務所は大阪府大阪市中央区北浜に

ある。 

23 主に嘱託職員と日証協からの出向者から成っている。嘱託職員は 70 歳まで契約を更新できることとし

ている。  

24 各地区の管轄区域は次のとおりである（業務規程別表 1）。北海道地区（北海道）、東北地区（宮城県、

福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県）、東京地区（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉

県、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、沖縄県）、名古屋地区（愛知県、岐阜県、静岡県、三重県）、北陸

地区（石川県、富山県、福井県）、大阪地区（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県）、中国

地区（広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県）、四国地区（香川県、愛媛県、徳島県、高知県）、九州地

区（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、宮崎県）。地区に分けるのは、申立人の居住地

区であっせん期日を開催するために、当該地区のあっせん委員から事案を担任する者を選任するためであ

る。  

25 あっせん委員の数は、理事会の同意を得て理事長が定め（業務規程第 22 条第 1 項）、地区を定めて理

事長が委嘱する（同条第 2 項）。 

26 あっせん委員に対しては委嘱料として、年額の基本報酬と、あっせん期日 1 回開催ごとに支払う付加

報酬が支払われる。 

27 あっせん委員の選任手続は「あっせん委員の委嘱等に関する規程」（平成 21 年 12 月 14 日理事会決定）

に基づいて行われる。 
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候補者推薦委員会を設置し28、同委員会の推薦に基づき、運営審議委員会の議を経て、理事

会の同意を得てあっせん委員を委嘱している（業務規程第 22 条第 2 項、第 3 項）。あっせ

ん委員の選任要件は、弁護士、裁判官又は検察官のいずれかの職に在職した期間が 5 年以

上あること、人格見識の高い年齢 40 歳以上満 75 歳未満の者であること等である29。男女比

に留意することとされており、女性のあっせん委員は約 4 分の 1 である30。あっせん委員の

業務は事務局の職員が補佐している（定款第 41 条第 2 項）。また、事務局の業務に関して

必要な助言、指導を受けるため特別顧問を置き、法律の専門家等の学識経験者のうちから委

嘱している（業務規程第 3 条第 2 項）。 

2 事業規模と収入 

令和 7 年（2025 年）度の予算では、事業規模は約 4 億 2,000 万円であり、これを支える

収入は、大別して、①資本市場振興財団からの助成金、②委託を受ける諸団体からの負担金、

特定事業者負担金などの金商業者等の負担31、③あっせん申立金からなる（図表 6）。その構

成比は、①23.8％、②75.4％、③0.8％であり、費用のほとんどを①を含め金商業者等の業

界が負担している。 

 

図表 6：事業規模と収入 

 

FINMAC は営利を目的としない法人であり、その事業によって利益をあげることを予定

 

28 平成 23 年 3 月 31 日理事会決議。 

29 「あっせん委員選任基準」（理事会決定）。 

30 23.7％。なお、日弁連では弁護士に占める女性の割合は 20.1％である（2024 年。日本弁護士連合会「弁

護士白書 2024 年版」資料 1-1-2）。 

31 諸団体負担金、特定事業者負担金のほか、会費収入、あっせん利用負担金収入を合計したものを金商業

者等の負担としている。現在、賛助会員は諸団体（関係自主規制機関）と同じである。 

2023年度 構成比 2024年度 構成比 2025年度 構成比 平均 構成比

事業規模 413,855 100.0% 413,212 100.0% 420,729 100.0% 415,932 100.0%

　会費収入 4,990 1.2% 4,996 1.2% 4,993 1.2% 4,993 1.2%

　　正会員会費収入 90 0.0% 96 0.0% 93 0.0% 93 0.0%

　　賛助会員会費収入 4,900 1.2% 4,900 1.2% 4,900 1.2% 4,900 1.2%

　助成金収入 95,000 23.0% 95,000 23.0% 100,000 23.8% 96,667 23.2%

　苦情相談・あっせん事業収入 313,865 75.8% 313,216 75.8% 315,736 75.0% 314,272 75.6%

　　諸団体負担金 258,134 62.4% 258,134 62.5% 259,477 61.7% 258,582 62.2%

　　特定事業者負担金 45,658 11.0% 43,250 10.5% 42,202 10.0% 43,703 10.5%

　　あっせん利用負担金 7,959 1.9% 8,902 2.2% 10,577 2.5% 9,146 2.2%

　　あっせん申立金 2,114 0.5% 2,930 0.7% 3,480 0.8% 2,841 0.7%

（注）単位は千円であり、予算ベースである。

　　　助成金は資本市場振興財団からのものである。

　　　諸団体負担金は業務を受託する日証協等からのものである。
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していない。しかし、毎年度の事業支出には変動があり、必ず収支が均衡するわけではなく、

剰余を計上する場合もある。これを、収入の不足に充てたり、あっせん申立ての増加などに

備えた予備的な蓄えとして、一定規模32の金額（期末繰越金有高）を保有している。 

Ⅴ FINMACの業務 

1 相談 

相談・苦情は、電話とオンライン33で受け付けているが、電話によるものが大部分である。

電話は平日34の午前 9 時から午後 5 時までフリーダイヤルで受付けをしている。通話料がか

かることを避けて、他の ADR 機関ではなく FINMAC に電話をしたという相談者もある。 

相談・苦情の件数は、FINMAC の業務開始後の平均35（以下「全期間平均」という。）で

は、合わせて年間 7,000 件弱である。過去においては 1 万件近い年もあったが、2022 年度

～2024 年度（以下「最近」という。）は年間 5,500 件弱となっている（図表 1）。金融庁に

金融サービス利用者相談室があるが、その投資商品等に係る相談等の件数と比較すると、

FINMAC での相談・苦情対応は、最近ではその 5 割弱、全期間平均でその 6 割強となって

いる36（図表 7）。1 日 30 件弱の相談・苦情対応をしていることになるが、1 つの案件に何

度も電話でのやり取りがあったり、あっせん業務の補助に係る対応があるため電話が途切

れない状況にある37。電話は「ご相談者のお話に耳を傾けるところから相談は始まります。

何が起きているのか、おっしゃりたいことは何か、どのようなお気持ちでいらっしゃるのか、

何を必要としているのかをお伺いし、できる限り迅速かつ的確にご対応させていただくの

 

32 非営利法人は、収益事業から生じた所得が課税対象になるが、剰余が生じる場合には、収益事業に当た

らず実費弁償による事務処理の受託等であることの確認が必要とされる。過剰な期末繰越金有高がある場

合、この確認が得られず課税されるおそれがある（法人税基本通達 1-1-11、15-1-28）。 

33 HP の「ご相談フォーム」で受付けている。ただし、申出に対しては FINMAC から連絡を取り、電話

で応答している。このほか、FAX、郵送でも受付けている。 

34 祝日（振替休日を含む。）、年末年始（12 月 31 日～1 月 3 日）を除く、月曜日から金曜日。 

35 全期間の平均割合については業務開始以来のものであるが、2009 年度は業務期間が 2 ヶ月であるため、

全期間の年度の平均件数については 2010 年度から 2024 年度までの平均としている。 

36 銀行業界と比較すれば、全銀協では、融資条件や商品概要等の照会、インターネット・バンキングの操

作方法の照会などへの回答など相談の範囲が広いせいか、その相談等の件数は FINMAC の件数の約 3 倍

である。 

37 このほか無言電話も多数ある。このため「ほぼ毎日 9 時と同時に着信音がなり、終業時間まで途切れる

ことがありません」（「相談員奮闘記 業務遂行と期待」機関誌第 8 号（2012 年 12 月 7 日）8 頁）。 
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が私達の役割」38であり、「経験上、相手の話しを聞くことによって 8～9 割の方はほぼ満足

されて切電される」39。 

 

図表 7：金融庁相談室との比較 

 
 

相談・苦情処理では、相談者に名前、年齢などを知らせることを必須としておらず、また

相手方事業者名についても必須としていないため、会話の流れで知ることができた場合等

に記録するため限りがあるが、次のようなデータがある。 

相談を受けるのはもっぱら個人であり法人からの相談は 5％程度である。男女別では男性

が多い（図表 8）。発信元は東京地区、大阪地区、名古屋地区と大都市地域が主体である（図

表 9）。業態別では第一種金商業者、登録金融機関等が約 7 割であり、無登録業者等の

FINMAC の対象外の事業者に関するものが 2 割程度ある（図表 10）。商品別では株式、投

資信託等に関するもののほか、いずれとも分類し難いその他のものが大半である（図表 11）。

相談の内容については、問合せ、意見、要望のほか FINMAC の対象でない事項に関するも

のがある（図表 12）。主な内容は次のようなものである。 

① 制度に関する相談 

最も多い相談であり、取引制度に関するもの（取引報告書の見方を知りたい、インサイダ

ー取引に当たるか、NISA を始めたい等）、FINMAC に関するもの（あっせん制度の問合せ

等）、第一種金商業者などの事業者（以下「証券会社」という。）に関するものである。証券

会社に関するものには、一般的な質問・意見等のほか、証券会社の電話番号やメール・アド

レスが分らないので教えて欲しい、電話がつながらない、電話がつながってもチャットの利

 

38 「相談員奮闘記 相談員として心がけていること」機関誌第 1 号（2010 年 7 月 26 日）4 頁。 

39 「相談員奮闘記」機関誌第 25 号（2019 年 12 月 25 日）8 頁。 

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

金融庁相談室（投資）（A) 9,715 13,576 12,377 11,889 11,099

FINMAC（B) 5,919 5,845 4,601 5,455 6,971

　割合（B/A) 60.9% 43.1% 37.2% 45.9% 62.8%

金融庁相談室（預金）（C) 20,325 16,466 15,199 17,330 13,751

全銀協（D) 17,609 17,445 15,181 16,745 18,001

　割合（D/C) 86.6% 105.9% 99.9% 96.6% 130.9%

FINMACと全銀協の比較（B/D) 33.6% 33.5% 30.3% 32.6% 38.7%

（注）「金融庁相談室（投資）」は、金融庁金融サービス利用者相談室の相談等受付件数のうち、

　　　投資商品等に関するものとされる件数である。

　　　「金融庁相談室（預金）」は、金融庁金融サービス利用者相談室の相談等受付件数のうち、

　　　預金・融資等に関するものとされる件数である。

　　　「金融庁相談室」は、金融庁が四半期ごとに公表している件数を合計したものである。

　　　FINMAC、全銀協の件数は、相談・苦情処理件数である。
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用を求められ解決しない、多要素認証が上手くいかない等というものがある。証券会社が交

付する書類に FINMAC の連絡先が記載されている場合もあるため連絡先と考えて電話が

ある場合もある。 

② 勧誘に関する相談 

勧誘時における説明義務や適合性原則等に関するものである。説明を受けたが専門用語

が理解できない、担当者から強引な勧誘を受け断り切れず仕組債の購入を申し込み翌日に

購入取消しを申し出たがすぐに了解してくれない、いまだに取消しできたのかどうかが分

からない等というものである。 

③ 売買取引に関する相談 

無断売買や注文の取消しなど売買取引全般に関するものである。規約に抵触したとして

取引を停止されたが身に覚えがない、投資信託を解約したいと伝えているのに解約しても

らえない等というものがある。 

④ 事務処理に関する相談 

口座開設・移管、入出金等の事務手続に関するものである。証券の他社への移管手続をし

てくれない、配当金が入金されていない等というものがある。 

⑤ その他 

古い株券が見つかったがどうしたらいいかなど①～⑤に当たらないものである。無登録

業者など FINMAC の対象ではない事業者に関するものなど、預金、保険商品等の相談、投

資相談などのほか、フィッシング詐欺、SNS 型投資詐欺に関する相談もある。相談内容に

応じて他の適切な相談窓口（機関）を紹介したり、できる限りのアドバイスを行っているが、

無登録の事業者に係るトラブルについては力になることはできない40。無登録の事業者に関

しては証券取引等監視委員会（以下「監視委員会」という。）に相談事案の報告を行うなど

している41。 

  

 

40 「ご相談の内容が『センターの業務範囲かどうか』のチェックを行い、センターの業務範囲でない場合

には、お役に立てない理由を説明しています…。…当センターの業務範囲と判断した場合は…相談者の不

満の原因が、投資に関する情報・知識・経験不足等から来る誤解によるものである場合、金融商品取引の

ルールを丁寧に説明することで、相談者にご理解をいただいております。…事業者や業界に対する批判、

提言、意見、サービスの要求等も多く寄せられますが、相談者の真意を汲み取り、貴重なご意見として当

センターの記録に残すことで、大方ご了解をいただいています」（「相談員奮闘記 業務遂行と期待」機関

誌第 8 号（2012 年 12 月 7 日）8 頁）。 

41 内閣総理大臣は無登録業者などに対し、裁判所に対し、金商法違反行為の禁止又は停止を申し立てるこ

とができ（金商法第 192 第 1 項）、裁判所への申立てによる無登録業者の排除の取組みを一層進めるとさ

れている。FINMAC からの報告はその取組みの一助となっていると考えられる。 



17 

図表 8：相談の個人・法人別 

 

 

図表 9：相談の地区別 

 

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

件数 4,473 4,496 3,571 4,180 ー

構成比 96.1% 95.9% 95.4% 95.8% 95.3%

件数 2,715 2,798 2,287 2,600 ー

構成比 58.3% 59.7% 61.1% 59.6% 56.3%

件数 1,758 1,698 1,284 1,580 ー

構成比 37.8% 36.2% 34.3% 36.2% 39.0%

件数 180 194 171 182 ー

構成比 3.9% 4.1% 4.6% 4.2% 4.7%

件数 4,653 4,690 3,742 4,362 ー

構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計

個人

　男性

　女性

法人

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

件数 94 81 93 89 ー

構成比 2.0% 1.7% 2.5% 2.0% 2.2%

件数 137 125 112 125 ー

構成比 2.9% 2.7% 3.0% 2.9% 2.6%

件数 2,123 2,240 1,693 2,019 ー

構成比 45.6% 47.8% 45.2% 46.3% 41.7%

件数 548 514 410 491 ー

構成比 11.8% 11.0% 11.0% 11.2% 10.2%

件数 86 85 86 86 ー

構成比 1.8% 1.8% 2.3% 2.0% 1.6%

件数 946 934 809 896 ー

構成比 20.3% 19.9% 21.6% 20.6% 17.2%

件数 255 280 217 251 ー

構成比 5.5% 6.0% 5.8% 5.7% 3.7%

件数 111 91 81 94 ー

構成比 2.4% 1.9% 2.2% 2.2% 2.0%

件数 345 336 236 306 ー

構成比 7.4% 7.2% 6.3% 7.0% 5.8%

件数 8 4 5 6 ー

構成比 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 13.0%

件数 4,653 4,690 3,742 4,362 ー

構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

（注）受電した発信元での区分であり、その他は発信元が不明なものである。

　　　全期間平均の「その他」の割合が高いのは、ほぼ全ての発信元の地区を

　　　明らかにすることができることになったのが最近だからである。

九州

その他

合計

北海道

東北

東京

名古屋

北陸

大阪

中国

四国
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図表 10：相談の業態別 

 

  

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

件数 2,684 2,800 2,172 2,552 ー

構成比 57.7% 59.7% 58.0% 58.5% 67.3%

件数 707 599 363 556 ー

構成比 15.2% 12.8% 9.7% 12.8% 8.7%

件数 106 72 86 88 ー

構成比 2.3% 1.5% 2.3% 2.0% 2.4%

件数 37 30 56 41 ー

構成比 0.8% 0.6% 1.5% 0.9% 0.3%

件数 9 14 16 13 ー

構成比 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.1%

件数 14 5 8 9 ー

構成比 0.3% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1%

件数 1,096 1,170 1,041 1,102 ー

構成比 23.6% 24.9% 27.8% 25.3% 21.1%

件数 4,653 4,690 3,742 4,362 ー

構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

（注）証券会社は、第一種金商業者及び第二種金商業者（特定事業者を除く）である。

　　　その他は、無登録業者等FINMACの対象外の事業者が主なものである。

金融商品仲介業者

その他

合計

証券会社

登録金融機関

FX業者

暗号資産取引業者

商品デリバティブ業者
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図表 11：相談の商品別 

 

  

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

件数 988 1,154 939 1,027 ー

構成比 21.2% 24.6% 25.1% 23.5% 33.5%

件数 301 217 187 235 ー

構成比 6.5% 4.6% 5.0% 5.4% 11.2%

件数 370 191 56 206 ー

構成比 8.0% 4.1% 1.5% 4.7% 0.7%

件数 565 528 303 465 ー

構成比 12.1% 11.3% 8.1% 10.7% 16.0%

件数 290 179 182 217 ー

構成比 6.2% 3.8% 4.9% 5.0% 7.5%

件数 3 13 0 5 ー

構成比 0.1% 0.3% 0.0% 0.1% 0.1%

件数 14 18 23 18 ー

構成比 0.3% 0.4% 0.6% 0.4% 0.1%

件数 46 32 27 35 ー

構成比 1.0% 0.7% 0.7% 0.8% 2.1%

件数 68 38 28 45 ー

構成比 1.5% 0.8% 0.7% 1.0% 0.5%

件数 7 3 8 6 ー

構成比 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%

件数 0 0 3 1 ー

構成比 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%

件数 2,001 2,317 1,986 2,101 ー

構成比 43.0% 49.4% 53.1% 48.2% 28.3%

件数 4,653 4,690 3,742 4,362 ー

構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

（注）「債券」にはVIXインバース ETNを含む。

　　　「仕組債」は2022年度から集計しており、それまでは「債券」に含まれる。　

　　　「有価証券デリバティブ」は、株価指数先物取引等である。

　　　「金融先物デリバティブ」は、FX（外国為替証拠金取引）、通貨オプション取引などである。

　　　「CFD」は、差金決済取引のうち主に株価指数証拠金取引に関するものである

　　　「その他のデリバティブ」は、通貨スワップ取引、金利スワップ取引などである。

　　　「第二種関連商品」は、集団投資スキーム取引等（匿名組合ファンドの募集等）である。

　　　「投資運用」「投資助言」は、2016年度から「その他」に含まれる。

　　　FINMACの対象業務でない事項に関する相談も、対象商品が分かる場合には分類している。

合計

商品関連デリバティブ

第二種業取扱商品

投資運用（ラップ）

先物・オプション

STO

その他

暗号資産デリバティブ

株式

債券

仕組債

投資信託

デリバティブ
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図表 12：相談の内容別 

 

2 苦情処理 

苦情の件数は年間で 1,100 件程度である（図表 1）。苦情は、申出者（苦情処理において

以下「顧客」という。）に対して一般的な取扱い等を説明することで証券会社に取次ぐこと

なく納得を得られる場合がある。また、不満、要望等を証券会社に伝えるだけでよく、回答

は不要とする場合（サービス低下に対する不満を伝えて欲しい、執拗な勧誘を受けているの

で勧誘を中止するよう伝えて欲しい等）もある。しかし、顧客の 8 割を超える者が証券会社

への取次ぎを求めている（図表 13）。 

苦情の対応においては、顧客に対して分かりやすい説明を心掛けるとともに、顧客の承諾

を得て取次ぎを行う場合には、顧客と証券会社の交渉能力の差に留意して、次のような取組

みや配慮を行うことで解決に努めている。  

  

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

件数 1,239 1,487 1,225 1,317 ー

構成比 26.6% 31.7% 32.7% 30.2% 34.3%

件数 542 359 191 364 ー

構成比 11.6% 7.7% 5.1% 8.3% 14.5%

件数 856 628 586 690 ー

構成比 18.4% 13.4% 15.7% 15.8% 14.0%

件数 592 870 631 698 ー

構成比 12.7% 18.6% 16.9% 16.0% 11.1%

件数 61 46 40 49 ー

構成比 1.3% 1.0% 1.1% 1.1% 1.0%

件数 1,363 1,300 1,069 1,244 ー

構成比 29.3% 27.7% 28.6% 28.5% 25.2%

件数 4,653 4,690 3,742 4,362 ー

構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

　　　「制度に関する相談」とは、取引制度一般、法定帳簿、口座開設、ADR制度等に関する相談である。 

　　　「勧誘に関する相談」とは、勧誘時における説明義務や適合性原則等に関する相談である。 

　　　「売買取引に関する相談」とは、無断売買や注文の取消しなど売買取引全般に関する相談 である。

　　　「事務処理に関する相談」とは、入出金等の手続事務等に関する相談である。

　　　「投資運用に関する相談」とは、投資一任・ファンド運用、投資信託委託業務等に関する相談である。

　　　「投資助言に関する相談」とは、投資判断に関して助言を行う業務等に関する相談である

　　　「その他の相談」とは、システムトラブルなどいずれの分類にも属さない相談である。

　　　  相談には問合せ、意見、要望のほか、対処方法に関する相談、口座名義人以外の者（家族、知人、

　　　  消費生活センター等）からの相談、FINMACの対象でない事項に関する相談等を含む。

合計

制度

勧誘

売買取引

事務処理

投資運用・投資助言

その他

（注1）
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図表 13：苦情処理の状況 

 
 

・顧客の苦情の内容から証券会社の問題点を引き出し、整理した上で取り次ぐ42。 

・顧客の事情、心情を汲み取り、証券会社に対して苦情の解決に向けた誠実・迅速な対応

を促す（謝罪を希望している旨の伝達等）。  

 ・証券会社に対して事実関係の社内調査（応接記録、通話録音、顧客勘定元帳等の確認を

 

42 「相談される投資者は、商品を購入してから数年経過して、損失が大きくなって初めて相談する場合が

多く、購入に当たって販売資料は既になくなっており、営業員から説明を受けた内容について記憶が薄れ

ているというケースがほとんどです。そのため、私たちは、投資者からどのような経緯でその商品を購入

することにしたのか、どういう資料に基づき営業員からその投信の運用やリスク等について説明を受けた

か、思い出していただくための糸口を探し出して、時間をかけて聞くことになります。しかし、投資者の

中には、自分の考え方を伝えることに一生懸命になったり、話をしているうちに興奮状態になって、私た

ちの言うこと、質問することに耳を貸さずに喋り続ける場合もあります。そのような場合には、正確な状

況把握ができなくて、苦情を相手方の金融機関に的確に伝えることが出来なくなります」（「相談員奮闘記 

相談をされる方へのお願い」機関誌第 4 号（2011 年 5 月 9 日）4 頁）。「ご相談の中には、怒りや不安や緊

張などによってご自身の考えを整理できていないまま申し出され、困っていることを明瞭に表現できない

ケースもあります。相談を受けるわれわれが推測を立てて聞くことがありますが、想定される論点にあて

はめ過ぎると相談される方が本当に言いたい訴えを見落とす可能性があります。そのため、予断や先入観

を持つことなく素直に耳を傾けるようにし」「相談に直接関係ない質問や難しい専門用語の使用は意思疎通

の妨げともなるので避けるようにしています」（「相談員奮闘記 相談員として心がけていること」機関誌

第 2 号（2010 年 10 月 26 日）4 頁）。 

2022年度 2023年度 2024年度 平均

苦情件数 1,266 1,155 859 1,093

件数 192 217 138 182

構成比 15.2% 18.8% 16.1% 16.7%

件数 1,074 938 721 911

構成比 84.8% 81.2% 83.9% 83.3%

件数 174 216 174 188

割合 16.2% 23.0% 24.1% 20.6%

（注）割合は、苦情件数に対するものであるが、あっせん手続へ移行の割合は取次ぎをしたものに対するものである。

2022年度 2023年度 2024年度 平均

苦情件数 1,266 1,155 859 1,093

　苦情件数＋前年度の繰越件数（A） 1,319 1,279 1,009 1,202

期中処理件数（B） 1,195 1,129 923 1,082

繰越件数（A-B） 124 150 86 120

期中処理率（B/A） 90.6% 88.3% 91.5% 90.0%

（注）期中処理率は、2010年度からでは92.1％である。

　　　苦情処理には一定期間を要することから年度の処理率が100％とならない。

　取次ぎをしなかったもの

　取次ぎをしたもの

　　あっせん手続へ移行したもの
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含む。）及び顧客に対する回答作成を依頼する43。回答を顧客に伝達し、必要な場合に

は顧客・証券会社双方の見解の取次ぎを繰り返す。 

・証券会社に対して事実関係の社内調査及び直接顧客に対する説明を求め、必要な対応を

求める（証券の移管等の依頼、換金手続促進の依頼、名義変更の依頼等）。証券会社か

らは対応状況の報告を受ける。 

・顧客と証券会社との話し合いを促す場合には、あらかじめ、顧客に対して証券会社に確

認すべきポイント等を助言する。  

苦情に関するデータは相談と同様の傾向にある。苦情を申し出るのはもっぱら個人であ

り法人からの苦情は 4％程度である。男女別では男性が多い（図表 14）。相談の場合よりも

東京地区等の大都市地域が中心となる（図表 15）。業態別では第一種金商業者等が 9 割を超

え（図表 16）、苦情件数が年 100 件を超える証券会社もある（図表 17）。2024 年度に苦情

があった会社数は 120 社あり、苦情件数のうち上位 5 社で約 4 割、上位 10 社で約 6 割を

占める。商品別では株式、債券、投資信託等に関するものが太宗を占め、最近は仕組債に係

るものの割合が高い（図表 18）。苦情の主な内容は次のようなものである（図表 19）。相談

に比べ制度に関するものがなくなり勧誘に関するものの割合が高くなっている。 

① 勧誘に関する苦情  

勧誘時における説明義務等に関するものである。仕組債を勧誘された際の説明はメリットを

強調しリスク説明は簡易な内容であったが元金が約半分になり勧誘時の説明と実際の状況のギ

ャップが大きく納得がいかない、保有株式について「当分の間、株価が上昇することはない」

と言われ別の銘柄に乗換えることを勧められ取引したが売却した銘柄は急騰し買付けた銘柄は

急落した、断定的な判断を提供したことに納得できない等というものがある。 

② 売買取引に関する苦情 

無断売買や注文の取消しなど売買取引全般に関するものである。勤務先に勧誘の電話が

かかってきて迷惑である44、株式の売却依頼をした覚えがないのに勝手に売却された、信用

取引で追加証拠金の案内がなかったため入金できず取引を強制的に終了させられた等とい

うものがある。インターネット取引の口座数が総口座数の 64.4%になり45、システムの不具

合により顧客の注文の執行に遅延・不能が生じたなどの苦情も多くなっている。  

 

 

43 FINMAC が証券会社に対し苦情を取り次ぎ、説明、資料の提出を求めたときは、正当な理由なく、こ

れを拒んではならないとしている（金商法第 156 条の 44 第 2 項第 3 号、業務規程第 14 条第 2 項、基本契

約）。 

44 契約の締結又は解約に際し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

は禁止されている（金商法第 38 条第 9 号、金商業府令第 117 条第 1 項第 7 号）。  

45 4,898 万口座。「インターネット取引に関する調査結果（2025 年 3 月末）について」日証協 2025 年 6

月 19 日。 
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③ 事務処理に関する苦情 

口座開設・移管、入出金等の事務手続に関するものである。保有する外国株式を売却した

際、売却代金を日本円で受け取る旨を伝えたにもかかわらず米ドルで入金され為替変動に

より本来得られた金額が減少した、証券を他の証券会社に移管する手続を行いその進捗状

況を確認したいが連絡がなく電話をかけても繋がらない等というものがある。 

④ その他の苦情  

勧誘されて株式を購入したが株価が半値以下になっている、画面で一部のポジションを

決済したはずなのに全てのポジションが決済された等というものがある。 

 

図表 14：苦情の個人・法人別  

 

  

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

件数 1,219 1,108 834 1,054 ー

構成比 96.3% 95.9% 97.1% 96.4% 94.6%

件数 726 682 548 652 ー

構成比 57.3% 59.0% 63.8% 59.6% 57.4%

件数 493 426 286 402 ー

構成比 38.9% 36.9% 33.3% 36.7% 37.2%

件数 47 47 25 40 ー

構成比 3.7% 4.1% 2.9% 3.6% 5.4%

件数 1,266 1,155 859 1,093 ー

構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100%

個人

　男性

　女性

法人

合計
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図表 15：苦情の地区別 

 

  

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

件数 31 23 29 28 ー

構成比 2.4% 2.0% 3.4% 2.5% 2.3%

件数 46 28 22 32 ー

構成比 3.6% 2.4% 2.6% 2.9% 3.1%

件数 747 755 521 674 ー

構成比 59.0% 65.4% 60.7% 61.7% 53.4%

件数 169 113 108 130 ー

構成比 13.3% 9.8% 12.6% 11.9% 11.6%

件数 13 11 7 10 ー

構成比 1.0% 1.0% 0.8% 0.9% 1.7%

件数 129 107 92 109 ー

構成比 10.2% 9.3% 10.7% 10.0% 14.8%

件数 26 26 16 23 ー

構成比 2.1% 2.3% 1.9% 2.1% 3.2%

件数 30 30 13 24 ー

構成比 2.4% 2.6% 1.5% 2.2% 2.6%

件数 75 62 51 63 ー

構成比 5.9% 5.4% 5.9% 5.7% 6.4%

件数 1,266 1,155 859 1,093 ー

構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.1%

（注）全期間平均には、発信元が不明で地区別に分けられないもの（0.9％）が

           あるため100％にならない。

　　　苦情の取次ぎのために地区を特定することができる場合が多いため、

           相談の場合に比べて地区が不明な割合が低い。

大阪

中国

四国

九州

合計

北陸

北海道

東北

東京

名古屋
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図表 16：苦情の業態別 

 

図表 17：苦情のあった証券会社  

 

 

  

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

件数 1,174 1,075 793 1,014 ー

構成比 92.7% 93.1% 92.3% 92.7% 87.4%

件数 26 25 11 21 ー

構成比 2.1% 2.2% 1.3% 1.9% 6.7%

件数 25 21 23 23 ー

構成比 2.0% 1.8% 2.7% 2.1% 2.4%

件数 1 2 2 2 ー

構成比 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%

件数 7 3 0 3 ー

構成比 0.6% 0.3% 0.0% 0.3% 0.1%

件数 0 0 0 0 ー

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

件数 33 29 30 31 ー

構成比 2.6% 2.5% 3.5% 2.8% 3.2%

件数 1,266 1,155 859 1,093 ー

構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

（注）証券会社は、第一種金商業者及び第二種金商業者である。

　　　その他は、投資助言業者、無登録業者等である。

その他

合計

証券会社

登録金融機関

FX業者

暗号資産取引業者

商品デリバティブ業者

金融商品仲介業者

2022年度 2023年度 2024年度 平均

A社 186 110 44 113

B社 156 90 57 101

C社 115 93 82 97

D社 77 80 88 82

E社 96 69 56 74

F社 50 37 70 52

（注）単位は件数。
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図表 18：苦情の商品別  

 

 

 

  

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

件数 326 296 318 313 ー

構成比 25.8% 25.6% 37.0% 28.7% 30.4%

件数 126 129 61 105 ー

構成比 10.0% 11.2% 7.1% 9.6% 29.7%

件数 364 360 136 287 ー

構成比 28.8% 31.2% 15.8% 26.2% ー

件数 188 129 104 140 ー

構成比 14.8% 11.2% 12.1% 12.8% 18.7%

件数 119 90 118 109 ー

構成比 9.4% 7.8% 13.7% 10.0% 12.4%

件数 1 2 1 1 ー

構成比 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%

件数 11 6 6 8 ー

構成比 0.9% 0.5% 0.7% 0.7% 0.2%

件数 13 8 4 8 ー

構成比 1.0% 0.7% 0.5% 0.8% 1.2%

件数 19 9 8 12 ー

構成比 1.5% 0.8% 0.9% 1.1% 1.2%

件数 3 0 1 1 ー

構成比 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%

件数 96 126 102 108 ー

構成比 7.6% 10.9% 11.9% 9.9% 6.0%

件数 1,266 1,155 859 1,093 ー

構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

（注）全期間平均の「債券」には仕組債、VIXインバースETNを含む。

合計

株式

債券

仕組債

投資信託

デリバティブ

暗号資産デリバティブ

商品関連デリバティブ

第二種業取扱商品

投資運用（ラップ）

先物・オプション

その他
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図表 19：苦情の内容別  

 

苦情の解決は 2 ヶ月以内に行うよう努めており（業務規程第 15 条）、例えば、無断売買

の苦情であれば、証券会社に取次ぎを行い、売却注文の確認を行うことができた場合には顧

客の記憶違いが分かり解決が図られる。 

相談・苦情は、取引の当事者からではなく、その家族、知人から行われる場合があり、ま

た、消費生活センター等から連絡がある場合もある。高齢で判断力の衰えがある夫に株式取

引を頻繁に行わせており取引を控えさせて欲しい。父は高齢で施設に入所しているが頻繁

に連絡が入るため施設への訪問や父への連絡を止めて欲しい等というものがある。このよ

うな相談の場合、口座名義人の意向に反するとき（例えば、口座名義人が証券会社に「家族

には内緒にして欲しい」と話しているとき等）もある。安易に証券会社に伝達すると家族間

のトラブルに発展するおそれもあるため、慎重な対応が求められる。 

高齢の父が保有する証券を売却しようとしたが判断力に問題があるとして売却させても

らえず困っている。意思表示が困難な妻名義の債券を解約したいと伝えたところ名義人か

らの申出が必要と断られたという相談もある。このような相談の場合、一般的な回答しかで

きず対応が難しいが、口座名義人の認知機能が衰える前に家族等の代理取引を可能とする

金融サービスである「家族サポート証券口座」を紹介するなどしている。 

 家族等からの相談・苦情は全体の 7％程度になる（図表 20）。証券会社にとって、口座名義人

の家族等からの相談・苦情を知ることは、業務改善の機会というだけでなく、その後の相続発

生等を勘案すればビジネス機会を知る重要な機会でもある。このため、家族等からの不満につ

いては相談者の意向を確認した上で証券会社に相談・苦情の内容を伝えることとしている。 

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

件数 604 524 263 464 ー

構成比 47.7% 45.4% 30.6% 42.4% 44.8%

件数 334 267 299 300 ー

構成比 26.4% 23.1% 34.8% 27.4% 30.1%

件数 178 223 233 211 ー

構成比 14.1% 19.3% 27.1% 19.3% 14.8%

件数 10 14 11 12 ー

構成比 0.8% 1.2% 1.3% 1.1% 1.4%

件数 140 127 53 107 ー

構成比 11.1% 11.0% 6.2% 9.8% 8.9%

件数 1,266 1,155 859 1,093 ー

構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

（注）「勧誘に関する苦情」とは、勧誘時における説明義務や適合性原則等に関する苦情である。 

　　　「売買取引に関する苦情」とは、無断売買や注文の取消しなど売買取引全般に関する苦情である。

　　　「事務処理に関する苦情」とは、入出金等の手続事務等に関する苦情である。

　　　「投資運用に関する苦情」とは、投資一任・ファンド運用、投資信託委託業務等に関する苦情である。

　　　「投資助言に関する苦情」とは、投資判断に関して助言を行う業務等に関する苦情である

　　　「その他の苦情」とは、システムトラブルなどいずれの分類にも属さない苦情である。

合計

勧誘

売買取引

事務処理

投資運用・投資助言

その他



28 

 

図表 20：家族等からの相談・苦情  

 

「証券会社への不満を述べたら、会社を変えたらいいと言われた」「証券会社への伝達を

希望していなかったのに相談内容が証券会社に伝わっていた」等の FINMAC に対する苦情

もある46。言葉の行き違いの場合もあるが、このような苦情が生じないように努めて参りた

い。 

3 紛争解決手続（あっせん手続） 

顧客が証券会社の回答に対し納得がいかないなど苦情の解決が図られない場合は、紛争

解決手続（以下「あっせん手続」という。）について顧客に対して説明を行い、顧客のあっ

せん手続の利用の意思を確認している（業務規程第 16 条）。苦情の取次ぎを行ったものの

うち約 2 割があっせん手続に移行している（図表 13）。苦情件数とあっせん件数には相関関

係があり、苦情件数の増減があっせん件数の増減につながる。全期間平均で年 251 件のあ

っせん手続の申立てがある47。過去、通貨オプションに関するあっせん48件数、VIX インバ

ース ETN に関するあっせん49件数が増加したことがあったことから全期間平均の件数は多

 

46 直接 FINMAC に対し意見、苦情が寄せられるほか、金融庁（金融サービス利用者相談室）に対し

FINMAC に関する苦情が寄せられる。 

47 全銀協 ADR では新規申立ては年 263 件である（図表 21 参考）。全銀協 ADR では銀行の証券取引に係

る申立件数が別に計上されており、これと FINMAC のあっせん件数の合計を「証券・金融商品」に係るあ

っせん件数と理解すると、あっせん件数は銀行にかかるものの 1.6 倍となる。 

48 2004 年～2007 年頃、円安が進行した過程で円安時に利益を享受できる商品として通貨オプションが

大量に販売されたが、2008 年のリーマンショック後円高が進み、多額の損失が生じた。条件が複雑でリス

クを把握しづらいこと、中途解約ができない長期契約であったことなどから損失が多額になる事案が多発

した。 

49 VIX インバース ETN は、米国株式市場の将来の変動見込みを反映した指数（いわゆる「恐怖指数」）

である「S&P500VIX 短期先物指数」に基づく仕組債を信託設定し、上場した受益権。2018 年 2 月早期償

還条項が適用され、上場廃止となり、多数の顧客に多額の損失が発生した。 

2022年度 2023年度 2024年度 平均

相談・苦情件数 5,919 5,845 4,601 5,455

　家族等からのもの 398 361 275 345

相談・苦情件数に対する割合 6.7% 6.2% 6.0% 6.3%

（注）家族等からの相談・苦情は2017年度から集計している。

　　　2017年度～2024年度の平均は7.3％である。
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いが、最近では年 193 件である50。申立てを受けてから終了するまでに一定の期間を要する

ことから年度末に処理未済の件数があり、これと新規申立分を合わせた 75％程度を年度内

に終了させている（図表 21）51。終了件数のうち和解したものは最近では 76％程度であり、

全期間平均では 72％程度である。 

 

図表 21：あっせん手続の処理状況  

 

 

50 最近も、スワップやオプションなどのデリバティブを利用することにより、投資家や発行者のニーズに

合うキャッシュフローを生み出す仕組みを有する「仕組債」に関するあっせん申立てが増加した年度があ

る。仕組みが複雑でリスクを把握しづらいこと、流動性が乏しいことなどから損失が多額になる事案が多

発した。 

51 処理件数には取下げ等を含む。75％の処理率は、処理に 3 月程度（12 月×1/4）を要していることを意

味する。 

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

新規申立件数（A) 178 227 173 192.7 251.2

繰越件数（B) 36 84 85 68.3 78.7

要処理件数（A＋B） 214 311 258 261.0 329.9

処理（終了）件数（C） 130 226 204 186.7 250.0

期末未済件数（A＋B-C） 84 85 54 74.3 79.9

処理率（C÷（A＋B）） 60.7% 72.7% 79.1% 71.5% 75.8%

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

処理（終了）件数 130 226 204 186.7 250.0

　和解（A) 87 175 151 137.7 171.6

　不調（B) 40 43 48 43.7 69.0

　取下げ等（C) 3 8 5 5.3 9.9

和解率（A/（A＋B)） 68.5% 80.3% 75.9% 75.9% 71.5%

（注）処理（終了）件数は当年度にあっせん手続を終了した件数である。

　　　処理（終了）件数は取下げ等を除いた件数であり、和解件数＋不調件数である。

　　　あっせん手続には一定期間を要することから年度の処理率が100％とならない。

（参考）全銀協ADRとの比較

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

FINMAC新規申立件数（A) 178 227 173 192.7 251.2

全銀協ADR新規申立件数 88 91 67 82.0 262.9

　うち証券に係るもの（B) 39 44 14 32.3 67.1

　　　その他 49 47 53 49.7 195.8

証券に係る件数（A＋B） 217 271 187 225.0 318.3

（注）全銀協ADR新規申立件数は「全国銀行協会紛争解決等業務の実施状況」による。
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あっせん手続の申立てを行う者（あっせん手続において以下「申立人」という。）は、相

談・苦情と同様にもっぱら個人（最近では 9 割強）であるが、通貨オプションに関するあっ

せんについて法人の利用が多かったため、全期間平均では法人の割合が高くなっている

（16.5％）。また個人について男性の割合が高くなっている（図表 22）。地区別では東京地

区等の大都市の割合が高いのは相談・苦情と同じであるが、東京地区の割合がより高く、最

近その割合が高まっている（図表 23）。年齢別では 70 歳以上の者で 4 割以上を占め、50 歳

未満の者の利用は 1 割程度である（図表 24）。業態別ではほとんどが第一種金商業者等であ

る（図表 25）。被申立人となる件数が年 40 件を超える証券会社もあり、販売する金融商品

によって、それまで被申立人となることが少なかった社が多くなるなどの影響もある（図表

26）。2024 年度に被申立人となった証券会社は 34 社であり、上位 5 社で約 6 割強を、上位

10 社で約 8 割を占める。商品別では、最近では仕組債が過半を占めており、全期間平均で

は仕組債、VIX インバース ETN を含む債券が過半数を占める（図表 27）。あっせん手続に

係る事案の主な内容は、勧誘に関するもの、売買取引に関するもの、事務処理に関するもの

であり、勧誘に関するものが約 9 割を占める（図表 28）。 

 

図表 22：あっせん申立人の個人・法人別  

 

  

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

件数 162 215 157 178.0 ー

構成比 91.0% 94.7% 90.8% 92.4% 83.5%

件数 83 112 72 89.0 ー

構成比 46.6% 49.3% 41.6% 46.2% 46.7%

件数 79 103 85 89.0 ー

構成比 44.4% 45.4% 49.1% 46.2% 36.8%

件数 16 12 16 14.7 ー

構成比 9.0% 5.3% 9.2% 7.6% 16.5%

件数 178 227 173 192.7 ー

構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

（注）申立日ベースである。

合計

個人

　男性

　女性

法人
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図表 23：あっせん手続の地区別  

 

 

図表 24：あっせん申立人の年齢 

 

  

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

件数 7 3 3 4.3 ー

構成比 3.9% 1.3% 1.7% 2.2% 2.3%

件数 7 7 2 5.3 ー

構成比 3.9% 3.1% 1.2% 2.8% 4.0%

件数 111 158 129 132.7 ー

構成比 62.4% 69.6% 74.6% 68.9% 52.0%

件数 18 21 8 15.7 ー

構成比 10.1% 9.3% 4.6% 8.1% 10.1%

件数 2 2 3 2.3 ー

構成比 1.1% 0.9% 1.7% 1.2% 2.6%

件数 17 15 16 16.0 ー

構成比 9.6% 6.6% 9.2% 8.3% 17.0%

件数 2 7 2 3.7 ー

構成比 1.1% 3.1% 1.2% 1.9% 2.4%

件数 6 5 3 4.7 ー

構成比 3.4% 2.2% 1.7% 2.4% 2.1%

件数 8 9 7 8.0 ー

構成比 4.5% 4.0% 4.0% 4.2% 7.5%

件数 178 227 173 192.7 ー

構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

（注）申立日ベースである。

大阪

中国

四国

九州

合計

北陸

北海道

東北

東京

名古屋

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

50歳未満その他 9.2% 7.1% 8.1% 8.0% 11.9%

50歳代 15.8% 11.9% 20.0% 15.7% 16.0%

60歳代 29.2% 31.0% 24.9% 28.3% 30.3%

70歳代前半 13.3% 22.9% 18.4% 19.0% 16.7%

75歳以上 32.5% 27.1% 28.6% 28.9% 25.2%

（注）終了日ベースであり、年齢は申立時の年齢である。

　　　75歳以上で区分するのは、日証協の高齢者に関する勧誘ルールに基づくものである。
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図表 25：あっせん手続の業態別 

 

 

図表 26：被申立人となった証券会社 

 

  

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

件数 169 222 165 185.3 ー

構成比 94.9% 97.8% 95.4% 96.2% 83.3%

件数 1 1 1 1.0 ー

構成比 0.6% 0.4% 0.6% 0.5% 14.3%

件数 2 0 0 0.7 ー

構成比 1.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.5%

件数 0 1 0 0.3 ー

構成比 0.0% 0.4% 0.0% 0.2% 0.1%

件数 1 0 0 0.3 ー

構成比 0.6% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1%

件数 0 0 0 0 ー

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

件数 5 3 7 5.0 ー

構成比 2.8% 1.3% 4.0% 2.6% 1.7%

件数 178 227 173 192.7 ー

構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

（注）申立日ベースである。

　　　「証券会社」は第一種金商業者及び第二種金商業者（特定事業者を除く）である。

その他

合計

証券会社

登録金融機関

FX業者

暗号資産取引業者

商品デリバティブ業者

金融商品仲介業者

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

A社 37 65 20 40.7 14.9

B社 6 56 55 39.0 8.5

C社 28 24 9 20.3 19.6

D社 19 14 18 17.0 20.0

E社 4 12 7 7.7 7.4

F社 10 6 3 6.3 1.7

G社 7 5 4 5.3 63.7

（注）単位は件数。

　　　申立日ベースである。
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図表 27：あっせん手続の商品別 

 

図表 28：あっせん手続の内容別 

 

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

件数 26 14 16 18.7 ー

構成比 14.6% 6.2% 9.2% 9.7% 15.2%

件数 13 20 14 15.7 ー

構成比 7.3% 8.8% 8.1% 8.1% 50.9%

件数 95 174 117 128.7 ー

構成比 53.4% 76.7% 67.6% 66.8% ー

件数 20 5 12 12.3 ー

構成比 11.2% 2.2% 6.9% 6.4% 14.5%

件数 18 10 12 13.3 ー

構成比 10.1% 4.4% 6.9% 6.9% 16.9%

件数 0 1 0 0.3 ー

構成比 0.0% 0.4% 0.0% 0.2% 0.1%

件数 2 0 0 0.7 ー

構成比 1.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.1%

件数 1 1 1 1.0 ー

構成比 0.6% 0.4% 0.6% 0.5% 1.6%

件数 3 2 1 2.0 ー

構成比 1.7% 0.9% 0.6% 1.0% 0.6%

件数 0 0 0 0.0 ー

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

件数 0 0 0 0.0 ー

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

件数 178 227 173 192.7 ー

構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

（注）申立日ベースである。

　　　全期間平均の「債券」には仕組債、VIXインバースETNを含む。

合計

株式

債券

仕組債

投資信託

デリバティブ

暗号資産デリバティブ

商品関連デリバティブ

第二種業取扱商品

投資運用（ラップ）

先物・オプション

その他

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

件数 146 206 158 170.0 ー

構成比 82.0% 90.7% 91.3% 88.2% 87.2%

件数 27 17 13 19.0 ー

構成比 15.2% 7.5% 7.5% 9.9% 10.6%

件数 3 1 1 1.7 ー

構成比 1.7% 0.4% 0.6% 0.9% 1.2%

件数 2 3 1 2.0 ー

構成比 1.1% 1.3% 0.6% 1.0% 0.7%

件数 0 0 0 0.0 ー

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%

件数 178 227 173 192.7 ー

構成比 100% 100% 100% 100% 100.0%

(注）申立日ベースである。

　　「勧誘」は、説明義務、適合性原則、断定的判断の提供、誤認勧誘等に関するものである。

　　「売買取引」は、過当売買、無断売買、システム障害、売買執行ミス等に関するものである。

　　「事務処理」は、入出金等の手続事務等のミス、遅延等に関するものである。

　　「投資運用」は、投資一任・ファンド運用、投資信託委託業務等に関するものである。

　　「投資助言」は、投資判断に関して助言を行う業務等に関するものである。

合計

勧誘

売買取引

事務処理

投資運用・投資助言

その他
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Ⅵ あっせん手続 

1 申立て 

（1）申立書 

あっせん手続を求める顧客はあっせん申立書を提出する必要がある（業務規程第 26 条第

1 項）。苦情処理を経ない事案については申立書を受け付けていない。あっせん手続につい

て理解を得た上であっせん手続を行う必要がある52こと、申立書を受け取ってもその内容が

整理されていないことが多く、苦情処理としてできる限り顧客の主張や事実関係の整理・明

確化を図った上であっせん手続を行うことが紛争の早期解決に資すると考えられるからで

ある53。申立人は、あっせん手続を希望するものの争点となる勧誘時や取引時の状況を十分

に把握していない等の場合もある。苦情の取次ぎを通じて相談員が把握・整理した点につい

て、申立人に伝え、あっせん申立書の作成に当たっての助言も行っている。 

あっせんの手続に弁護士を利用すること54が可能であり（業務規程第 26 条第 2 項）、申立

てのうち約 2 割で弁護士が代理人となっている（図表 29）。過去、通貨オプションに係るあ

っせん事案について弁護士を利用する割合が高かったことから全期間平均では利用割合が

高くなっている。また、高額な賠償を求める事案ほど利用割合が高い。 

 

52 指定紛争解決機関には、あっせん手続の開始に先立ち申立人に対し一定事項の説明義務が課せられて

おり（金商法第 156 条の 50 第 8 項）、FINMAC では「あっせんの申立てをなさる方へ（あっせんに関す

る注意事項）」を交付して説明を行っている。 

53 苦情・紛争の区別は相対的で相互に連続性を有するものであり、苦情処理手続と紛争解決手続の連携の

確保が求められている（金商法第 156 条の 44 第 4 項第 1 号）。「ありがたいのは、相談員の方々による「苦

情相談記録書」に表れている事前の情報である。また口頭で直接、あっせんに至る経過と双方の対応やニ

ュアンスを聞くことができ、あっせん成立のための大きな力になっている」（田中燈一「あっせんの楽しさ

と辛さ」「あっせん委員の眼 プロフェッショナルに聞く」機関誌第 22 号（2018 年 7 月 27 日）6 頁）。 

54 「最近、申立人の代理人として弁護士があっせん手続きに関与する例が散見されるようになりました。

FINMAC の手続きが金融 ADR として広く知られるようになった結果ではないかと思います。」「あっせん

期日直前に詳細な内容の答弁書が提出されることも多く、申立人の代理人から次回期日までに反論をした

いという要望がなされるようになります。あっせん委員としてもその要望を無視できず、次回のあっせん

期日を指定するということになります。」「申立人が弁護士を選任する場合は、あっせん手続きにおける解

決のみならず訴訟の提起を念頭に置いている場合も多く、そうなると相手方も、あっせん手続きで手持ち

の証拠書類をすべて提出することを躊躇されることもあるようです。」「このように、あっせん手続きに弁

護士が関与するとあっせん期日が複数回になったり、書面の分量が増える傾向にありますが、これまでの

ところ、和解ができにくくなったということは感じておりません」（中村隆次「弁護士の関与について」「あ

っせん委員の眼 プロフェッショナルに聞く」機関誌第 25 号（2019 年 12 月 25 日）3 頁）。 
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図表 29：弁護士の利用 

 
 

なお、あっせんの申立ては顧客に限られず、証券会社も申立てをすることができる55。た

だし顧客の同意が必要である（業務規程第 26 条第 4 項）。証券事故56に近い状況等の場合に

あっせん手続を利用するときに、顧客にあっせん申立書の作成等の事務負担をさせないた

めに証券会社が申立てを行う場合等である。 

（2）申立金 

指定紛争解決機関は顧客から料金を受け取ることができる（金商法第 156 条の 42 第 2

項）が、顧客が負担する料金が過大であればあっせん手続の利用を躊躇することも起こり得

る。顧客に負担を求めない ADR 機関もある57が、FINMAC では申立人に申立金の支払を求

めている（業務規程第 32 条第 1 項）。申立金は請求額に応じて消費税込みで 2,090 円（請

求額 100 万円以下）から 52,360 円（請求額 5,000 万円超）である58。無料とする場合、金

融商品取引で損失が発生すれば「ダメ元」で申立てが行われるおそれがあり、あっせん手続

には関係者の負担が生じることから不適切な利用を避けるために申立金を求めている。な

お、被申立人である証券会社には、あっせん期日を開催する都度、あっせん利用負担金を求

めている（業務規程第 6 条の 3）。 

2 あっせん手続を主宰するあっせん委員の選任 

あっせんの申立てを受け付けた場合は、あっせん手続を主宰するあっせん委員（紛争解決

 

55 本稿では、顧客が申立人であり、証券会社が被申立人である場合として説明している。 

56 金商法第 39 条第 3 項、金商業府令第 118 条、日証協「事故の確認申請、調査及び確認等に関する規

則」。 

57 全銀協 ADR は無料である。東京弁護士会 ADR は申立手数料は無料だが成約手数料が必要である。 

58 消費税が 8％から 10％に引き上げられた時に改定している（令和元年（2019 年）10 月 1 日）。平成 26

年（2014 年）に消費税が 5％から 8％に引き上げられた時は据置きである。 

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

あっせん件数 178 227 173 192.7 ー

　弁護士なし 件数 151 200 146 165.7 ー

構成比 84.8% 88.1% 84.4% 86.0% 78.9%

　弁護士あり 件数 27 27 27 27.0 ー

構成比 15.2% 11.9% 15.6% 14.0% 21.1%

（注）申立日ベースである。

　　　「弁護士あり」には、親権者等の弁護士以外の者が代理人である場合を含む。
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委員59）を、申立者の住居地区のあっせん委員の中から 1 名選任する（業務規程第 28 条）。

単独委員制60にはあっせん期日の設定が容易で迅速な紛争解決に資する、低費用で済むとい

う利点がある。判断にばらつきが生じるのではないかという懸念もあるが、あっせん委員間

で情報共有を図るなどしている61。 

選任62に際しては、事案の当事者と特別の利害関係がないことを確認し、公正性・中立性

を確保している。利害関係があり選任できない場合に備えて各地区のあっせん委員の数は

最低 2 名としている。当事者は、あっせん委員の公正性又は中立性に疑いがあると考える

場合には委員の忌避を申し立てることができる（業務規程第 33 条第 1 項）が、これまで忌

避の申立てはない。 

3 あっせん手続を実施しない場合 

あっせん申立書が提出された場合には様式等の形式的要件が整っていれば受理する63こ

ととしている（業務規程第 30 条第 1 項）が、受理してもあっせん手続を実施しない場合が

ある。この判断はあっせん委員が行う（金商法第 156 条の 50 第 4 項ただし書、業務規程第

31 条第 1 項）。 

あっせん手続を実施しない場合として、訴訟や他の ADR 機関の対象である事案、

FINMAC で過去にあっせん手続の対象としていた事案である場合を定めている。この場合

は実施しないと判断されることが明らかであるため、顧客に申立てをしないようお願いを

している。このほか、①「紛争が生じた日から 3 年を経過した紛争に係るもの」、②「顧客

が当該紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事

 

59 金商法は自主規制機関が行うあっせんの主宰者を「あっせん委員」と規定する（同法第 77 条の 2 第 2

項（第 78 条の 7、第 79 条の 13 において準用する場合を含む））一方で、指定紛争解決機関が実施する紛

争解決手続の主宰者を「紛争解決委員」と規定している（同法第 156 条の 50 第 2 項）。FINMAC では、

あっせんを行う機関として「あっせん委員」を置き、あっせん委員の中から「紛争解決委員」を選任すると

しているが、本稿では原則として「あっせん委員」と記述している。 

60 合議制をとる ADR 機関もあり、全銀協 ADR、東京弁護士会 ADR では 3 名である。 

61 あっせん委員間の情報共有及びあっせん業務の質的向上等を目的に「あっせん業務研究会」を開催して

いる。また、適合性原則等に関する主な裁判例の概要を紹介した「判例一覧」を年 1 回作成し、提供して

いる。このほか、直近 1 年間のあっせん事案を取りまとめた「あっせん事例集」を提供している。 

62 原則輪番制とし、事案の内容等も考慮して担当するあっせん委員を決定している。 

63 「簡易・迅速な紛争解決手段である紛争解決手続においては、申立時における申立ての適格性審査も簡

易・迅速に行われるべきであり、紛争解決委員に申立てに係る事情に関する詳細な調査を強いることは現

実的ではな」（大森泰人ら「詳説 金融 ADR 制度（第 2 版）」2011 年商事法務（以下「詳説」という。）177

頁）いことから、様式等の確認に留めている。 
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由により紛争解決手続を行うのに適当でない」もの、③「不当な目的でみだりにあっせんの

申立てをした」ものを、あっせん手続を実施しない場合としている。 

①は関係者の記憶の問題や時効を考慮して定めているが、3 年を経過したからといって直

ちに実施しないとするものではなく、被申立人の意向等を考慮してあっせん委員が判断し

ている。②は、例えば申立人が法律の専門家や金融機関で業務に従事する者で、被申立人と

十分に交渉できる能力を有していると認められる事案64、申立人が単に取引で損をしたから

取り戻したいという事案、実際に損失が発生していない事案（分配金を勘案すれば損害が発

生していないが、分配金を勘案するのはおかしいとして申立てを行う事案、購入していたな

らば得られたであろう値上り益を求める事案等）、被申立人からみてあっせん手続で解決す

るには請求額が高額な事案（ステークホルダーに対し説明責任を果せないおそれがある事

案）等を想定している。申立人が上場会社の役員や裁判官等である事案、損害額が確定しな

い事案65、相続事案66など、あっせん手続を実施することが適当か判断に迷う事案もある。

③は、申立人が被申立人から資料や情報を入手することを目的とするような事案を想定し

ている。被申立人が「紛争解決手続により解決することを望まず、訴訟の提起その他の紛争

解決手段による解決を図るべく具体的な準備を開始しているような場合」もあっせん手続

を実施しない場合として想定される67。 

申立人のためになるべくあっせん手続を実施することとしているが、あっせんによる和

解があまり見込まれないにも関わらず、あっせん手続を実施することは、関係者の負担が重

く被申立人の反発も強い68。このため、申立人及び被申立人（あっせん手続において以下「当

事者」という。）からの事情聴取も踏まえ、あっせん委員と相談し、時に申立ての取下げを

打診するなどしている。あっせん手続を実施しないとする事案は年数件である。なお、あっ

せん手続を実施しないとした場合は、申立ての取下げとして申立金を返還する（業務規程第

31 条第 2 項、第 32 条第 3 項）。 

 

64 「大企業や金融機関が取引先となっている場合など、金融機関との間で大きな情報格差等が存在してい

ない場合については、紛争解決手続を行うのに適当ではないことがありうると考えられる。また、紛争解

決手続により不当に金融機関より資料を入手することを目的とするような場合やみだりに紛争解決の申出

を行う場合なども紛争解決手続を行うのに適当ではないと考えられることから、このような場合には、紛

争解決委員の判断で紛争解決手続を実施しないことも可能とされている」（詳説 51 頁）。 

65 保有する株式を売却していないなど申立時点で損害額が確定していない場合であっても、あっせん手

続を行う場合もある。 

66 相続人から申立てがある場合には、取引当時の事情が分かることや他の相続人の同意があることが必

要となるほか、取引当時の状況、記録が分かるかという問題がある。 

67 詳説 177 頁参照。 

68 あっせん期日を開催する場合、あっせん委員、申立人、被申立人の出席が必要であり、被申立人には答

弁書の作成等などの事務負担のほかに、あっせん利用負担金等の費用が生じる。 
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4 答弁書及び参考資料 

あっせん手続を実施するとした場合、被申立人にはあっせん手続に参加する義務がある

（金商法第 156 条の 44 第 2 項第 2 号、業務規程第 27 条、基本契約）。被申立人に対して

申立書を交付し、答弁書及び参考資料の提出を求め（業務規程第 35 条第 1 項）、あっせん

委員に対して申立書及び答弁書等を回付し、苦情処理の状況等を含めた当事者の状況を報

告する。これらの事務を担う69のは主として相談員である。相談員70は、元自主規制機関職

員、元証券会社職員71、元消費生活センター職員などから採用しており、金融知識が必要で

あることはもちろん、消費生活専門相談員等の資格72を有することを奨励している。 

あっせん委員の指示を受けつつ、被申立人に対し、必要な資料（勧誘時に用いたパンフレ

ット、目論見書等、取引口座設定約諾書、確認書、顧客属性、投資意向を示す書類、顧客勘

定元帳、注文伝票等）の提出を求め、申立人に対しても必要な資料（受け取ったパンフレッ

ト等）の提出を求める。 

あっせん委員は、回付された申立書、答弁書等を精査するほか、必要に応じ追加資料を当

事者から徴求し、あっせん期日前に詳細の把握に努めている73。あっせん手続においては、

 

69 全銀協 ADR では局付弁護士を置いているが、FINMAC では特別顧問を除き、あっせん手続の事務に

弁護士を利用していない。 

70 「ADR においては、その業務を行う機関（ここではフィンマック）の担当者の質の確保が最重要の課

題である」（稲葉威雄「フィンマックのあっせんを生かすために業界に求められるもの」「あっせん委員の

眼 プロフェッショナルに聞く」機関誌第 4 号（2011 年 5 月 9 日）5 頁）。 

71 証券会社出身であればトラブルの原因に予測がつくなどの利点があるが、中立・公正性が疑われるおそ

れがある。このため、原則として出身元の証券会社が当事者である事案を担当させないこととしている。

なお「相談員は、事実の認定、処理の判断及び意見の表明に当たっては、常に公正であるよう努めなけれ

ばならない」とし（業務規程第 8 条）、これを遵守させている。 

72 紛争解決委員の資格として弁護士のほか、「コミュニケーション技術等により顧客の意思を十分に手続

に反映させ、円滑な手続が実施されることが期待される」（詳説 204 頁）として消費生活専門相談員等が定

められている。 

73 「受任をすると、あっせん期日を決め、まずは送られて来る申立書と添付書類に目を通します。次に証

券会社や銀行など相手方業者からの答弁書などが送られてきますので、この時点でも申立書、答弁書、添

付書類に目を通します。ほとんどの場合、この時点で争点が明確になるので、文献等も調査して解決の方

針を立てるのですが、なお事実関係で不明な点もありますし、当事者の意向もありますので、あっせん当

日に当事者から事情を聞きます」（羽尾芳樹「あっせん委員の職務について」「あっせん委員の眼 プロフ

ェッショナルに聞く」機関誌第 11 号（2013 年 12 月 17 日）6 頁）。「当事者双方が譲歩して和解成立に努

力しようとする動機付けは、紛争の事実経過・実情を、あっせん委員が可能な限り正確に把握し、法令、条

理、経験則に照らした紛争解決への見立てを説得的に提示できるかどうかによるところが大きいと思われ
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証人尋問や証拠調べをするものではなく、言った言わないは水掛け論になることも多いが、

何らかの客観的材料（取引場所、取引日時などの取引状況、説明時間、書類への書き込み、

日記、通話録音の内容、通話時間など）から、合理性のある主張であるかを判断できる場合

もある74。そのため、被申立人には、担当者からの聞き取り、業務日誌の提出、通話録音75

があればその反訳の提出を求め76、申立人に対しても取引当時の状況が分かるような日記、

メモ等があればその提出を求めるなどしている77。 

 

ます。そこで、あっせん期日前には、申立書および答弁書並びに各添付の資料等を読み、法的判断を検討

し、争点の把握とある程度の和解の見立てをしておきます」（山口健一「公正中立・簡易迅速・納得・透明

性」「あっせん委員の眼 プロフェッショナルに聞く」機関誌第 12 号（2014 年 3 月 28 日）6 頁）。「申立

人の主張される点が、提出された証拠書類から見いだせるようなことは、なかなかありません。…何より

も、事前の準備が重要です。私は、失敗を無くすために、かつての FINMAC の研修資料などをもとに、聴

取事項のひな型、論点表を作成し、改訂しています。」（滝口耕司「日々の備え」「あっせん委員の眼 プロ

フェッショナルに聞く」機関誌第 36 号（2025 年 7 月 31 日）3 頁）。 

74 「ADR では、厳密な証拠調べはできませんが、多くの場合、どちらの主張により説得力があるかのお

およその見当はつくものです」（大谷禎男「模索するあっせん委員」「あっせん委員の眼 プロフェッショ

ナルに聞く」機関誌第 15 号（2015 年 3 月 16 日）6 頁）。「実際には不適切勧誘がなされているが、業者側

がその事実を否定し客観的な証拠がないだけという事案も存在するとすれば、そのような事案で安易に『あ

っせん手続限界論』に逃げ込んで、形式的な事情聴取のみで真偽不明として簡単に不調にしてしまうと、

あっせん制度に対する利用者の期待と信頼を失わせることになりかねません。･･あっせん委員としては、

双方の言い分を様々な角度から検証し、経験則等を駆使して可能な限り真実解明に努め、仮に不調となっ

たとしても、真実解明のための努力がなされたと評価を受けられるような、あっせん手続の運営を行わな

ければと感じています」（松井秀樹「あっせん委員の眼 プロフェッショナルに聞く」機関誌第 9 号（2013

年 3 月 26 日）6 頁）。 

75 電話でのやり取りは大多数の被申立人が録音をしているが、対面時の会話を録音している被申立人は

少数である。 

76 「事実関係で食い違うことが多いのは、言葉のやり取りや説明の有無、内容だったりする。こういう争

いに役に立つのがその会話を記録した『録音』である。」「何よりも提出された録音が一方に都合の良いよ

うに編集されていないか注意しなければならない」（松山恒昭「事実認定と録音記録」「あっせん委員の眼 

プロフェッショナルに聞く」機関誌第 19 号（2017 年 1 月 30 日）3 頁）。 

77 「『言った、言わない』の水掛け論に終わってしまう事件では、『業者は、担当者本人が不適切勧誘の事

実を否定している上、顧客の主張やその可能性を前提に譲歩することは難しいという対応になりがちです。

…『どちらの言い分が正しいかあっせんの手続では確定できないため不調とせざるを得ない。』ということ

になると、『双方の言い分が食い違うことは、初めからわかっていたことで、あっせん期日は全く無駄だっ

た。』と感じる顧客も多いのではないかと思います」（松井秀樹「あっせん委員の眼 プロフェッショナル

に聞く」機関誌第 9 号（2013 年 3 月 26 日）6 頁）。 
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被申立人は正当な理由がなく資料の提出を拒むことはできず（金商法第 156 条の 44 第 2

項第 3 号、業務規程第 37 条第 2 項、基本契約）、正当な理由がなく拒否したときは事業者

名等を公表することとしている（金商法第 156 条の 45 第 1 項、業務規程第 52 条第 4 項、

基本契約）。正当な理由の有無の判断は指定紛争解決機関に委ねられている78。あっせん委

員が正当な理由がなく拒否（義務の不履行）があったと認めるときは運営審議委員会にその

旨を報告し、同委員会が正当な理由の有無を判断することしている（業務規程第 52 条第 3

項、第 4 項）。これまで証券会社の理解を得て、おおむね必要な資料の提出が行われており

79、この公表を行ったことはない。 

5 あっせん期日 

（1）開催場所 

 あっせん委員は、期日を定めて当事者又は参考人の出席を求め、事情を聴取することがで

きる（業務規程第 36 条第 1 項）。東京事務所、大阪事務所で開催するほか、県庁所在地等

で開催しており、事情によっては申立人の居住地の近隣場所で開催している。 

 あっせん期日を含め、あっせん手続はオンラインで行うこと（ODR（Online Dispute 

Resolution））ができる（業務規程第 36 条第 4 項）が、これまであっせん期日を ODR で開

催したことはない。 

（2）出席者 

あっせん期日では、当事者のほか、あっせん委員の許可を得て、代理人、補佐人が出席す

ることができる（業務規程第 36 条第 2 項、第 3 項）。高齢者や心身障害者の場合には家族

等を補佐人として同席を認めている。弁護士が代理人となっている場合に申立人が出席す

る必要はないとの考え方もあるが、申立人本人が出席するほうがあっせん委員も事実確認、

適合性の判断などが上手くできることから、特別な事情がない限り申立人本人の出席を求

めている。特別な事情とは医師の許可が下りないなど身体的事由であり、仕事が多忙であり

時間がとれない等については、あっせん期日の日程を調整する等して出席を求めている。 

証券会社が仲介業者を利用している場合でも、あっせん手続の当事者（被申立人）は証券

 

78 「『正当な理由』に該当するか否かは、一義的には指定 ADR 機関又は紛争解決委員において判断され

ることになります」（平成 22 年 6 月 4 日「コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え」NO34）。 

79 「『あっせん委員のみで』といわれて提出される資料もある。訴訟手続で文書提出命令の範囲に入る資

料ならば、最初から申立人に渡してもいいのではと思うし、申立人に渡さないというのは不信の種をまく

ことにもつながる」（池永朝昭「悩みを越えて納得感のある手続をめざす」「あっせん委員の眼 プロフェ

ッショナルに聞く」機関誌第 3 号（2011 年 1 月 14 日）5 頁）との悩みはあるが、あっせん委員限りとい

う資料提出を認める運用をしている。 
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会社である。実際の書面交付、説明等は仲介業者が行っていても80、あっせん手続は委託元

である証券会社が責任をもって対応するものである81。 

（3）進行 

あっせん期日において、当事者双方の同席で事情聴取を行うか（同席方式）、各当事者か

ら別々に事情聴取を行うか（別席方式）は、あっせん委員の判断による82。同席方式では冷

静な話し合いにならない場合もあり、冒頭に同席であっせん制度の説明や損害額の確認な

どを行った後、各当事者を入れ替えて別々に事情聴取を行う場合が多い83。あっせん委員は、

当事者それぞれの主張を整理し、見解を説明しながら、互いに譲歩できる余地はないか、ど

の程度の金額なら和解できるかなど和解に向けた糸口を探る努力84をしており、状況に応じ

 

80 金融サービス法では、複数の金商業者が、１つの金融商品の販売について顧客に対して重要事項の説明

をしたときは、ほかの金商業者は当該重要事項について説明が不要とされる（同法第 4 条第 6 項）。 

81 仲介業者に不適切な行為があり和解する場合も、和解契約の主体は証券会社である。証券会社は、実際

に説明等を行った担当者は出席させず、内部管理担当者等を出席させるのが通常であるが、仲介業者を利

用する場合は仲介業者も出席させることがある。 

82 「別席が行われてきた背景としては、双方同席のうえ話を聞くときは感情的な対立を生みやすいこと

や、和解の成立に必要な本音の議論には別々に話を聞いたほうがよい等の判断があったものと思われる。

しかし、当事者の権利意識が高まり、公平性や納得も重要視されてきている現状では、別席では、自己の

いないところで相手が何を話しているのかが分らない等の不信を生じやすい。他方、同席…がうまく機能

する場合は、言い分が直接相手に正確に伝わり時間も短縮されるほか、相手の言い分を直接聞くことによ

り認識の違いや言い分の根拠への理解が深まり、自主的な紛争解決への意欲が促進されるなど積極的に評

価できる面もある」（初鹿野正「あっせん委員の眼 プロフェッショナルに聞く」機関誌第 7 号（2012 年

8 月 10 日）6 頁）。 

83 「私は、あっせん手続の冒頭、当事者双方に、『この手続は、紛争の実情、法令その他の条理を踏まえ

つつ、双方が譲歩し合って和解を成立させられないかを迅速に見極め、和解の実現を目指す手続です。公

正中立の立場でそのお手伝いをさせていただきますので、双方和解に向けご努力・ご協力下さい』と申し

上げます。」「冒頭の説明以降は、当事者双方に交互に入室してもらい、主張を補充してお聞きし、和解に

対する考え方の大筋もお聞きします。それぞれの言い分をよくお聞きするとともに、質疑応答を通じ、各

当事者の弱い部分（申立人であれば、事実立証に困難を伴う点、自己責任の領域があること。相手方であ

れば、争いのない事実経過を概観した場合、担当者の相当説得的な説明がない限り、相手方の責任が認め

られる余地があること）もあることを自覚してもらいます」（山口健一「公正中立・簡易迅速・納得・透明

性」「あっせん委員の眼 プロフェッショナルに聞く」機関誌第 12 号（2014 年 3 月 28 日）6 頁）。 

84 「動かない事実をできるだけとらえて、事件の筋を見通す努力をし、申立人に対しては、幅のある解決

案の中で、なぜ、今、その数字で解決することが申立人の利益と考えるのかを、お話します。また、責任は

ないと主張している会社側に対しても、全く落ち度がなかったとは言えないと考える理由などを説明しま
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て、あっせん期日を複数回開催している。 

なお、あっせん手続は非公開である（金商法第 156 条の 50 第 7 項、業務規程第 42 条）。

あっせん手続の経過の要領及び結果に関する記録を作成しており（金商法第 156 条の 50 第

9 項、業務規程第 45 条）、申立人のプライバシー、被申立人の個別の事情に配慮した上で、

あっせん事案の概要を「紛争解決手続事例」として四半期ごとに HP に公表している。 

6 事情聴取 

（1）損害額 

図表 30：あっせん請求額 

 

 申立人の請求額は、最近では 3,218 万円であり、全期間平均で 5,431 万円である（図表

 

す」（川上敦子「あっせん委員から見た和解へのプロセス」「あっせん委員の眼 プロフェッショナルに聞

く」機関誌第 10 号（2013 年 7 月 24 日）6 頁）。「申立人は、最終的には自己責任であることを理解しつつ

も、被申立人に対しては、金融商品を扱う専門機関への期待を持っており、その期待が不満として現れて

いるように感じます。そこで当方からは、申立人が抱いている期待に関して、可能な限り具体的な事情を

聞きとり、被申立人へお伝えすることを心掛けています。一方で、被申立人に対しては、申立人の言い分

について、適切な対応であったのか、より望ましい対応がなかったか、といった視点から検証していただ

くようにしています。そうすると、申立人は自分の意見をある程度主張できたと感じ、一方、被申立人は

専門機関としてあるべき姿勢についてお考えいただく結果、双方からの互譲が引き出しやすくなるように

感じています」（長澤裕子「ADR のメリットを活かすために」「あっせん委員の眼 プロフェッショナルに

聞く」機関誌第 26 号（2020 年 7 月 27 日）6 頁）。 

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

500万円以下 件数 54 74 60 62.7 ー

構成比 30.3% 32.6% 34.7% 32.5% 44.5%

500万円超1千万円以下 件数 52 43 37 44.0 ー

構成比 29.2% 18.9% 21.4% 22.8% 17.1%

1千万円超5千万円以下 件数 53 85 59 65.7 ー

構成比 29.8% 37.4% 34.1% 34.1% 23.9%

5千万円超1億円以下 件数 7 16 10 11.0 ー

構成比 3.9% 7.0% 5.8% 5.7% 6.1%

1億円超5億円以下 件数 11 8 6 8.3 ー

構成比 6.2% 3.5% 3.5% 4.3% 6.9%

5億円超 件数 1 1 1 1.0 ー

構成比 0.6% 0.4% 0.6% 0.5% 1.5%

合計 件数 178 227 173 192.7 ー

平均金額 4,560万円 2,560万円 2,533万円 3,218万円 5,431万円

中央値 800万円 938万円 870万円 ー 644万円

（注）申立日ベースである。
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30）。過去、通貨オプションに関する事案での請求額が高額であったため全期間平均での金

額が高くなっている。1,000 万円以下の請求を見れば最近では 5 割超であり、全期間平均で

は 6 割強となっている。請求額の中央値で見ると、最近では 800 万円～900 万円程度であ

り、全期間では 644 万円である。 

あっせん手続においては、原則として、元本欠損額（金融サービス法第 7 条第 2 項参照）

を損害額としており、得べかりし利益、精神的損害は対象としていない。また、弁護士費用、

遅延損害金は認めていない。手数料は損害の対象であり85、利払いがあった場合には損失か

ら控除している。事案によっては類似の取引を通算して計算する。申立人は、必ずしもこの

ように考えずに請求を行っており、請求額と和解の基礎となる損害額が異なる場合も多い。 

損害額は話し合いの基礎であり、当事者双方が納得する必要がある。販売額、利払額等に

ついて関係書類に基づいて事実確認をするほか、損害額の考え方に納得を得る必要がある。

損害額については、さらに EB 債で償還された株式がある場合に株式の価額をどう計算す

るか86（売却が必要か、償還時点の株価か、売却時点の株価か、あっせん期日における株価

か等）、外国株式で償還された場合に為替レートをどう計算するか（円転が必要か、償還時

点の為替レートか、あっせん期日における為替レートか等）、仕組債で損失があった場合で

過去に同様の仕組債を購入しているときは他の取引を通算して損害額を計算するのか、顧

客の承諾を得たと考えにくい取引が複数あった場合に損失があった取引のみを対象とすべ

きか全ての取引を対象とすべきか、などの問題がある。償還株式を保有していれば株価が上

昇し損害額が減少することもある等として、売却して損害額を確定しなければ和解できな

いとする被申立人もあれば、売却しなくとも和解に応じる被申立人もある。 

（2）申立人 

申立人の主張は、苦情の時点では、銀行の紹介なので安心だと思っていたのに損失が出た、

元本保証と言われていたので損失を補填して欲しい87。メリットを強調されリスクの説明が

なく騙された、詐欺である。元本のほとんどがなくなるような危険な商品を売付けたのはお

かしい。担当者に押し切られて取引をしたのでクーリングオフをしたい88、なかったことに

して欲しい。無断で取引されたので無効にして欲しい。損失が出たのにアフターフォローが

 

85 仕組債など証券の価格に手数料相当の額が含まれているものもある。なお、FX 取引等では、損害額の

ほとんどが支払った手数料である事案もある。 

86 EB 債に係る判決では、戻ってきた株を保有している場合は口頭弁論終了時の株価、途中で売却してい

る場合は売却時の株価で損失額が計算されている。 

87 顧客が損失補填の要求をすることが禁止されていること（金商法第 39 条第 2 項）は、顧客にあまり知

られていない。 

88 クーリングオフが可能なのは投資顧問契約のみである（金商法第 37 条の 6、同法施行令 16 条の 3 第

1 項）。 
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ない89。この商品を買えるのはこの日までと購入を急がされた90。担当者に任せていた91。

 

89 「充実したアフターフォローを行っておけば、そもそも金融 ADR の申立に至らない可能性も高まる。

また、金融 ADR を申し立てられた場合であっても、充実したフォローアップが行われている事案では、ア

フターフォローの実施時点を境目として、それ以前に発生した損害とそれ以後に発生した損害では、異な

る取り扱いを受ける可能性もあながち否定できないのではないか」（児島幸良「高齢者取引の安定化策 あ

っせん委員から見た同席ルールとアフターフォロー」「あっせん委員の眼 プロフェッショナルに聞く」機

関誌第 6 号（2012 年 3 月 26 日）3 頁）。 

90 合理的に考えることが難しいと感じた状況として、契約内容が複雑だったとき、十分に考える時間がな

かったときなどが挙げられる（消費者庁「令和 5 年度 消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りま

とめ結果の報告」56 頁）が、これをもって直ちに被申立人に非があるとは言えない。 

91 「顧客側は、担当者に任せており、当該金融商品の内容やリスクの十分な説明を受けておらず、損失を

被ったのは、投資することを勧めた担当者に専ら責任があると主張することが多いでしょう。これに対し

て、業者側は、担当者は顧客に対して、説明を尽くしており、顧客は、当該金融商品の内容やリスクを十分

認識して取引をしたと反論することになるでしょう。担当者は、顧客から任せられていると認識していた

ために、説明を省略し、十分な説明をしてなかったかもしれません。他方、顧客側は、当該金融商品の内容

やリスクに関心を持たず、担当者の説明を聞き流していたかもしれません。いずれもあり得ることですの

で、担当者の顧客に対する説明が実際にどのようなものであったか、再現することは容易ではありません。

そうすると、説明義務違反があったかどうか不明であり、あっせんはたちまち不成立となってしまいそう

です。…『お任せ』になること自体が直ちに違法な勧誘になるものではないとしても、本来のあるべき勧

誘の姿からは、外れているのではないかと指摘することがあります。…『あるべき姿』から外れている点

があれば、和解による解決を促すことがあります。そのうえで、顧客側に対しては、投資判断は自らする

のが大原則であるにもかかわらず、これを担当者に任せること自体に問題があったのではないかと指摘し、

損害の負担割合の調整を図っていくことになります」（岸本達司「あっせんの妙味！？」「あっせん委員の

眼 プロフェッショナルに聞く」機関誌第 14 号（2014 年 12 月 26 日）6 頁）。「言外に『信頼を裏切った

担当者に非があるのであって自分に非はない』とのニュアンスを含むことが多いように感じられます。上

記の『信頼』が、つまるところ『儲けさせてくれるだろう』『損はさせないだろう』という意味での『信頼』

に過ぎないとすれば、それが裏切られたからといって事業者に損失を負担させることは、十分な説明を受

けリスクを理解して投資を行った者よりもあえて説明を求めなかった投資者の方が有利な結果になります

ので、適切な解決とは言えません。一方、事象者側としても、…そのような投資者の『信頼』に甘え（ある

いはむしろ乗じて）投資者の理解の程度をよく確認せず、商品の特性やリスクについての十分な説明を怠

った点において相応の落ち度を否定できない事案が数多くあると感じます」（小野浩一「『信頼』と自己責

任」「あっせん委員の眼 プロフェッショナルに聞く」機関誌第 33 号（2023 年 12 月 22 日）3 頁）。 
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信じていたのに裏切られた92など、法的に整理された主張であることは少ない93。これを事

実関係とともに被申立人に対し譲歩を求め得るような法的論点を整理することになる。あ

っせん期日まで整理が続けられるが、あっせん委員が申立人と直接会話することで、取引当

時の状況や申立人の理解力、認知度を判断し94、適合性原則など法的論点の判断がより行い

やすくなる。また、申立人が、法律の専門家であり第三者であるあっせん委員と会話をする

ことによって、客観的状況、法的整理等について、申立人の納得を得ることが期待される。

多くの申立人は自らの心情等を訴えたいと望んでおり、あっせん委員には時間をかけて申

立人の話に耳を傾けるようお願いしているが、話が論理的でなかったり、あっせんとは無関

係な話が続いたりするなど事情聴取には苦労が多い。 

申立人に対しては、あっせん手続では証人尋問や証拠調べをして事実を認定する仕組み

ではなく、強制力を有する権限もないことを説明し、互譲の精神によるものであることを理

解してもらう。その上で、投資家の自己責任の原則を説明し、勧誘された金融商品が自分の

知識や経験に照らして適しているかを考えなかったのか、当該商品は販売が禁じられてい

るものではない、商品の仕組みやリスクが分っていないならばその商品に投資すべきでは

なかったのではないか95、高い利子が付くのにリスクがないというのはおかしいと思わなか

ったのか、金融商品の知識がなかったというが上場会社の役員が説明を受けて分からなか

ったと一般の人が考えると思うのか、説明の書面を受け取っていないというが電子文書が

送られているではないか96、相手方事業者を信用していたというのは判断を委ねたというこ

 

92 「申立人には、通常、感情的側面の配慮が必要です。特に、担当者を信じていたのに裏切られたという

感情がとても大きいこともあり、損害賠償のみならず『過失を認めてほしい』という面もあります」（松野

絵里子「『納得のいく解決』を目指して」「あっせん委員の眼 プロフェッショナルに聞く」機関誌第 17 号

（2016 年 1 月 29 日）3 頁）。 

93 「案件の中には投資者にも首をひねってしまうような事例が多々ある」（池永朝昭「悩みを越えて納得感のある手

続をめざす」「あっせん委員の眼 プロフェッショナルに聞く」機関誌第3号（2011年1月14日）5頁）。 

94 無知を装っているのではないか等の疑念がある場合もある。高齢者については取引当時の認識能力を

判断できるかという問題があるが、当事者双方の主張、提出する証拠を踏まえて判断することになる。 

95 そうは言っても「確実に儲かる見込みが特に大きな投資商品、裏を返せば割安な投資商品が存在しない

ということも、消費者の頭にはすんなり入ってきません。…商品選びの分かりやすい手掛かりが存在する

一般消費財を選ぶ場合であっても、消費者は広告やその時の気分などさまざまな要素に左右されて、合理

的な選択を行うことができないことがよくあります。…選択のための分かりやすい手掛かりがない投資商

品では、こうしたバイアスが果たす役割はいっそう大きくなると考えられます」（本西泰三「怪しい投資話

にだまされるのはなぜ？－行動経済学の観点から」国民生活 2025 年 1 月号 1、2 頁）。 

96 申立人が電子文書での交付に同意していたことを理解していないことがある。契約締結前の情報提供

（金商法第 37 条の 3、金商業府令第 79 条）では、電磁的方法により文書を送付することが許されている

が、顧客の十分な理解が得られていない場合には紛争の元となる。  
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とであり損害が発生したときだけに被害を訴えることはおかしくないか、顧客カードには

自分で誤った金融資産の額を記載したのではないか、断る機会はあったのに取引を続けた

のは自分の判断なのではないかなどと問い、一方的に被申立人に非があるわけではないこ

とについて納得を得るよう努めることになる。 

申立人は、自己責任といっても被申立人にも責任があり、最低でも五分五分で損失を負担

すべきと考えている場合が多い。あっせん委員は、被申立人の主張、裁判例や他のあっせん

事案を考慮しながら和解の金額を探るが、訴訟を提起した場合と比較することでも申立人

の譲歩を促している97。訴訟では申立人が損害について立証責任を負う。判決を得るまでに

は時間がかかり、途中で和解を勧められる場合もある。訴訟で高い金額を必ず得られるわけ

ではない。訴訟で得られる金額がより高い水準であったとしても、訴訟費用や弁護士を依頼

する場合には弁護士費用がかかり、得られる金額から費用を控除して考える必要がある等

と説明している。 

なお、あっせん委員等が何度も顔を合わせる被申立人と談笑を交わすことがあるが、申立

人に談笑の様子が伝わり、申立人から不快を伝えられたことがある。中立・公正性に疑念を

抱かれるような状況となることは避けなければならない98。 

（3）被申立人 

 答弁書において被申立人が法令違反を認めることは例外的であり、法令違反はなく申立

人の請求には応じられないとするものがほとんどである99。実際にも、法令等で求められて

いる書面の交付（金商法第 37 条の 4）、顧客カードの整備（日証協「協会員の投資勧誘、顧

客管理等に関する規則」第 5 条）、高齢者への販売の際の約定確認等（同規則第 5 条の 3、

「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」）などについて形式的な不備があるこ

とはほとんどない100。また、元本保証を約束した、元本保証と誤認させた、必ず値段が上が

 

97 「申立人にはあっせんが打切りになって訴訟提起をせざるを得なくなった場合、仮に何年か後に裁判所

で請求の一部が認められたとしても、そこに至るまでの時間・費用・精神的負担は、相当なものになるの

で、和解金額が不本意であっても、現時点で和解するメリット・デメリットをよく考えるべきことを説得

します」（山口健一「公正中立・簡易迅速・納得・透明性」「あっせん委員の眼 プロフェッショナルに聞

く」機関誌第 12 号（2014 年 3 月 28 日）6 頁）。  

98 「FINMAC のあっせん制度は業界団体の設置した制度であるので、特に、申立人に信頼される運用を

心掛ける必要がある。公平な態度で接するように注意しているが、ふとした発言や態度で信頼を失うこと

もあり得るので、相手方への対応も含めて、気を遣うところである」（内田実「あっせん委員の悩みと心構

え」「あっせん委員の眼 プロフェッショナルに聞く」機関誌第 21 号（2017 年 12 月 20 日）3 頁）。 

99 一定の事実を認め、「話し合いで解決を図りたい」とする事案もあるが、少数である。 

100 「申立人の主張する事業者側担当者の説明義務違反を裏付ける客観的証拠はほとんどの案件で見られ

ず、逆に被申立人側からは、申立人に対して当該商品のリスク等を説明をした旨の書面（担当者からリス
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る等の断定的判断を提供した101、重要事項の説明をしなかった、書面等を交付しなかった等

の法令違反があったと明確に判断することができる場合は例外的である。 

「尋問を実施しないので、書類を形式的に重視すると、それらを整えた業者の方に有利な

ものとなりがちである」との指摘102があるが、形式面のみを見ているものではない。実質的

説明義務（金商法第 38 条第 9 号、金商業府令第 117 条第 1 項第 1 号）があり、「説明の態

様等に関する形式的・手続的な面よりも、顧客の属性（知識、経験、財産の状況及び契約締

結の目的）に照らして当該顧客が当該書面の内容を的確に理解するかという実質面が重視

される」103。申立人が提出する資料や、勧誘・取引時の場所、説明時間、業務日誌、通話記

録などを踏まえて、株式ではなく債券だから安心とのイメージを利用して仕組債を販売し

たのではないか、一定条件が満たされれば元本が戻るとの説明など説明が不十分なため申

立人が元本保証と誤解したのではないか、ヒストリカルデータの説明が不十分なため申立

人が楽観視し騙されたと感じているのではないか、難しい金融商品を申立人に理解させる

のに十分な説明時間であったと思うのか、役席者による約定確認をしていても担当者が返

答の仕方をあらかじめレクチャーしていれば申立人の真意と異なるのではないか等と問う

ことで実質的な説明義務の履行が判断されている。 

また、適合性の原則（金商法第 40 条）が判断される。適合性原則に反した勧誘は不法行

為に当たる104ため、申立人が適合性の原則を主張していなくとも、あっせん委員が話し合い

の俎上に載せることになる105。勧誘・取引された金融商品に照らして、申立人の理解力（年

齢、職歴）、金融商品知識、取引経験（株式、債券、取引したものと類似商品の経験）、投資

目的・意向（顧客の積極性、安全性指向）、取引した商品の金融財産に占める割合（投資割

合、リスク割合）、支払う金銭の性格（借入金、余裕金等）などをもって判断される106。理

 

ク等について説明を受けた旨のチェックボックスにチェックした上で申立人が署名押印した書面等）が提

出されます。」「被申立人の主張を裏付ける証拠は一応揃っているとなると、なかなか申立人の希望する和

解金額での解決は困難となります」（岡崎信介「FINMAC あっせん委員として感じること」「あっせん委員

の眼 プロフェッショナルに聞く」機関誌第 35 号（2024 年 12 月 20 日）3 頁）。 

101 虚偽のことを告げること、断定的判断の提供は禁止されている（金商法第 38 条第 1 号、第 2 号）。 

102 桜井建夫ら「新・金融商品取引法ハンドブック（第 4 版）」2018 年日本評論社 203 頁。 

103 平成 19 年 7 月 31 日金融庁「コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方」 

104 最高裁判決平成 17 年 7 月 14 日参照。  

105 全銀協 ADR でも「申立書に一言も書いていないのに何で適合性原則の話を持ち出すのだという反発

する向きもある」が「提出されている資料から問題があると思われるところについては取り上げることに

しています」とされる（「全銀協 ADR 発足 10 年を振り返る（中）」金融法務事情 2023 年 11 月 10 日号 58

頁）。  

106 「顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解さ

れるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為」は禁止さ
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解力が不足していると思われる申立人への複雑な仕組みの金融商品の勧誘・取引、初めての

証券取引に複雑な仕組債の勧誘・取引、リスク指向の低い申立人に対するリスクの高い金融

商品の勧誘・取引、借入金であることを承知しながらのリスク性商品の勧誘・取引、リスク

性商品の資産構成割合が高くなる勧誘・取引などが問題とされる。被申立人は顧客カードへ

の記載事項、他社での取引経験等をもって適合性の原則を遵守している旨を説明する107が、

顧客カードについても、従業員持株会での株式保有、相続した株式の保有など十分な投資経

験といえないものを長期の投資経験があるとしている場合もある。また、投資意向、保有資

産額等について自身が記載したものではない、その欄に記載しないと販売できないと言わ

れて記載した等の申立人の主張があり、顧客カードの重要性を申立人が認識していない場

合も多い。 

無断売買、回転売買等に関しては、売買取引実績の確認、受注記録の確認など事実関係を

確認し、取引時間、通話記録などから注文があったといえるのか、取引経験など申立人の属

性に照らして頻繁な取引の必要があったのか等の事情が聴取される。 

何らかの法令違反を原因として訴訟が提起され、判決において証券会社が損害賠償を命

じられる場合には、法令違反が認められた上で顧客の過失相殺が行われている。あっせん手

続では被申立人が実質的な説明義務、適合性原則等の法令への違反を明確に認めることが

難しい場合であっても、不適切な行為・取引があれば法令違反となり得ることから108互譲を

求めるものである109。被申立人においては、不適切とされる程度だけでなく、早期に解決を

図る必要があるか、今後とも取引の継続を望む相手であるか、訴訟提起があった場合の費用、

レピュテーションリスク等を考慮して和解に応じるか否かが考えられ、また、和解する場合

 

れている（金商法第 38 条第 9 号、金商業府令第 117 条第 1 号）。なお、勧誘・取引時に、申立人の関係者

の同席がある場合には、同席者の投資知識・経験等によって顧客のそれらが一定程度補完されている面が

ある。適合性、説明義務の判断に当たって同席者の存在やその属性をどの程度斟酌するかが問題となる（東

京地裁判決令和 4 年 5 月 25 日等）。 

107 被申立人に申立人の財産、経験等の調査義務があるとするものではなく、入手できたであろうデータ

から合理的な判断を求めるものである。 

108 全銀協 ADR では「顧客の期待に応えるのが銀行とそこで働く銀行員の役割であるので、リーガル、イ

リーガルというレベルで争うのではなく、顧客である一般市民が銀行とそこで働く銀行員に期待している

レベルを基準にし、そこからどれだけ離れているかを判定する」としている（「全銀協 ADR 発足 10 年を

振り返る（中）」金融法務事情 2023 年 11 月 10 日号 39 頁）。 

109 「相手方には、相手方は法的責任はないと考えても、申立人が訴訟を提起した場合、何年か後に何らか

の責任を裁判所で認定されることがあり得るだけでなく、仮に申立人の請求が裁判所で認められなかった

としても、訴訟の諸負担は申立人のみならず、相手方にとっても相当のものになるので、現時点で和解す

るメリット・デメリットをよく考えてもらいたいと説得します」（山口健一「公正中立・簡易迅速・納得・

透明性」「あっせん委員の眼 プロフェッショナルに聞く」機関誌第 12 号（2014 年 3 月 28 日）6 頁）。 
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の和解金の水準は、それまでの裁判例、他のあっせん事案と比較して妥当か等が考慮されて

いると考えられる。 

（4）行政処分との関係 

証券会社に対し監視委員会の勧告、行政処分が行われる場合がある。その理由として、勧

誘に関し顧客に対し虚偽のことを告げる行為等があった、適合性原則に抵触する勧誘が行

われている状況等があったとされる場合がある。勧告・処分に係る具体的な検査対象事案が

FINMAC に知らされることはなく、勧告・処分を受けた証券会社を被申立人とするあっせ

ん手続事案であっても、当該事案が検査対象事案であるか否かは分からない。ただ、このよ

うな理由で勧告・処分を受けた被申立人に対しては、あっせん手続事案についても同様な状

況であったであろうと強く譲歩を求めることができ、和解率、和解金額が高くなる場合があ

る。 

行政処分が行われても顧客は直接救済されるわけではない。勧告に係る検査対象事案や

勧告に至らなくとも適切ではないと監視委員会に判断された事案について、証券会社が顧

客に申立てを促す場合もあるが、そうでない場合もある。行政処分の目的は直接顧客を保護

するためのものではないが、行政が不適切と判断した事案については、行政が、証券会社に

対し、顧客にあっせん手続の利用を促すよう求めることが顧客保護に資すると考えられる。 

（5）非対面取引（インターネット取引） 

勧誘に関しては、書面交付義務、説明義務、適合性原則が問題となり、対面取引であれば、

書面を交付し説明したとしても、顧客が書面の内容を的確に理解するかという実質面が重

視される。「こうした考え方は、対面取引と非対面取引（例えばインターネット取引や ATM

取引等）とで異なるものではありません」110とされる。インターネット取引では「顧客がそ

の操作する電子計算機の画面上に表示される説明事項を読み、その内容を理解した上で画

面上のボタンをクリックする等の方法で、顧客が理解した旨を確認すること」（金融庁「金

融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」（以下「監督指針」という。）Ⅲ-2-3-2-4（2）③）

とされるが、実質的な確認までは求められていない111。通常のインターネット取引では書面

交付義務、説明義務が十分ではないとすることは難しい。適合性原則についても顧客が自ら

の判断で金融商品を選択したことが明らかである。インターネット取引で取り扱う金融商

品が国内上場株式など平易なものに限られていれば、このような状況でも顧客保護に問題

はないと考えられるが、複雑な金融商品を提供する場合112や取引が高額になる場合につい

 

110 脚注 103 と同じ。 

111 ウェブ上の「リスク理解に関する顧客の回答について、これを疑うべき特段の事情がない限りは、さ

らに上記確認に加えて、電話や面談等をして、顧客のリスク理解について確認しなければ、説明義務違反

として違法であるとまではいえないというべきである」（大阪高裁判決平成 23 年 9 月 8 日）。 

112 インターネット専業の証券会社が仕組債の販売で被申立人となる事案があるが、仲介業者の販売によ
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ては、商品の説明だけでなく、顧客に自らの属性、ポートフォリオ、取引額等を自覚させた

上で取引を認める等の仕組みが望ましい。 

その他システム障害、通信障害のせいで取引ができず損失が生じた、自分が関知していな

い取引が行われ損失が生じた、証拠金不足等のメールから入金期限が短いために入金が間

に合わず損失が生じた、画面の表示で判断できる申込日等と実際の申込日等が異なる等と

いう苦情がある。証券会社は電子情報処理組織の管理が十分でないと認められるような状

況にしないことが求められており（金商法第 40 条第 2 号、金商業府令第 123 条第 1 項第

14 号、監督指針Ⅲ-2-8、Ⅳ-3-2-1）、証券会社のシステムに問題があることが明らかであれ

ば譲歩を求めることができる。しかし、取引約款113で、通信回線の混雑、通信機器の故障等

により生じた損害は免責とされる。また、いわゆるなりすまし、不正アクセスによる損害に

ついても、取引約款では、ID、パスワード等が一致し本人認証がされた上で行われた取引

114により生じた損害は免責とされる。入金期限等の取引条件を理解した上で取引を行って

おり、画面の表示等が分かりにくく理解を誤ったため損失が生じた場合でも免責とされて

いる。 

インターネット取引について証券会社に苦情を取り次ぐ場合でも、証券会社は取引約款

等を理由に責任を認めないケースがほとんどである。証券会社の回答、取引約款等を説明す

るなどして顧客の理解を得るようにしており、顧客は不承不承ながら納得し、あっせん申立

てに至る事案は多くはない115。 

 

るものであり、対面で販売が行われている。 

113 取引約款の例に次のようなものがある。 

 「当社は、次の事由によりお客様および第三者に生じた損害について、その責を負わないものとします。 

①お客様の認証番号をお客様自身が入力したか否かにかかわらず、予め当社に届け出られている認証番

号と一致することを当社が確認して本人認証がなされた上で行われた本サービスに利用により生じ

た損害 

③通信回線、通信機器、コンピュータシステム機器の障害または混雑による情報伝達の遅延、不能、誤

作動、誤操作等により生じた損害で、当社の故意または重過失に起因するものでないもの 

⑪本サービスの利用に関し、お客様による本サービス内容またはその利用方法についての誤解や理解不

足等により生じた損害」 

114 ID、パスワードが一致していなければログインできず、IP アドレスが申立人の IP アドレスからのも

のであることをログイン情報から確認でき、利用されたコンピューターOS、ブラウザ情報を証券会社は確

認できるとする。 

115 今般の不正アクセス事案では申立てが生じている。その補償（日証協「今般のインターネット取引サ

ービスにおけるフィッシング詐欺等による証券口座への不正アクセス等による対応について（10 社申し合

わせ）」令和 7 年 5 月 2 日）は、取引約款等の定めにかかわらず補償を行うとされる。 
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7 終了 

（1）所要期間 

あっせん手続の約 9 割はあっせん期日 1 回116で終了している117（図表 31）が、第 1 回の

あっせん期日において、参考とすべき通話録音や資料があることがわかり、それを精査し確

認するために再びあっせん期日を開催する場合や、和解金額の検討、申立人の気持ちの整理

などから再度あっせん期日を開催する場合など、あっせん期日が複数回開催されることも

ある。 

 

図表 31：あっせん期日の開催数 

 

あっせん委員は、紛争の解決に資するため相当であると認めたときは、当事者双方のため

に衡平に考慮し、あっせんの申立ての趣旨に反しない限度において紛争の解決に必要な和

解案を作成し、これを当事者に提示し、その受諾を勧告することができる（金商法第 156 条

の 50 第 6 項、業務規程第 40 条）。和解案を当事者が受諾し和解が成立する場合もあれば、

受諾しない場合もある。また、当事者の主張に隔たりが大きく和解案を提示することができ

ない場合もある。和解が成立するか、成立しない（以下「不調」という。）ことであっせん

 

116 証券事故に近い事案など、あっせん期日を開催するまでもなく和解が成立する場合もある。 

117 「裁判所の民事調停委員と弁護士会 ADR のあっせん人をしている。…自分が関わっている他の紛争

解決手続と比較した場合、FINMAC の手続の特長は、何といっても迅速さと和解率の高さにある。他の手

続であれば、初回期日で和解見込みなしとして打ち切ることはあっても、1 回の期日を開いただけで和解

に至るということはほぼ考えがたい。しかし、FINMAC の場合には、期日開催は 1 回が標準とされる。大

枠としての紛争類型や当事者の属性に共通性が高いということが 1 つの要因になっていると思うが、あっ

せん委員各自が、この制度では、原則として期日開催 1 回での解決を目指さなければならないという意識

で期日に臨んでいるからという面も大きいであろう」（堀口久「FINMAC あっせん委員として感じること」

「あっせん委員の眼 プロフェッショナルに聞く」機関誌第 23 号（2018 年 12 月 20 日）3 頁）。 

2022年度 2023年度 2024年度 合計

あっせん手続件数 127 218 199 544

　1回で終了 101 198 180 479

　2回で終了 21 18 18 57

　3回以上で終了 5 2 1 8

平均回数 1.25 1.10 1.11 1.14

1回で終了した割合 79.5% 90.8% 90.5% 88.1%

（注）終了日ベースである（取下げ等を除く）。
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手続は終了する118。 

申立人からの事情調査、被申立人の社内調査等に時間を要すること、申立人に事情がある

場合（病気のためあっせん期日の開催を延期する等）があること等から、申立てから終了ま

でに一定期間を要するが、あっせんの申立ての受理から 4 ヶ月以内にあっせん手続を終了

させるよう努めることとしており（業務規程第 43 条）、申立てから終了までの期間は全期

間平均で 112 日となっている（図表 32）119。ただし、最近では、特定の証券会社に申立て

が集中した場合に当該会社が対応に時間を要したこと、コロナ禍であっせん期日の開催が

遅れた時期があったこと、終了までに長期間を要した特定の事案があったこと等から 145

日を要している。申立人が弁護士を代理人とする場合、被申立人が社内調査等により時間を

かける場合や、あっせん期日に新たな見解等がある場合に代理人が追加書面の提出をする

場合などがあり、終了までにより時間を要する傾向にある。 

 

図表 32：あっせん手続終了までの期間 

 

  

 

118 このほか、あっせん手続中に損害額がないことが判る等の理由で申立てが取り下げられる場合もある

（業務規程第 39 条）。 

119 繰越分を含め約 25％の案件が繰り越しており（図表 21）、案件の処理に 3 月程度要していることが分

かる。 

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

平均終了日数 111.3 141.5 168.9 144.5 112.0

　弁護士利用の場合 110.5 163.1 184.8 152.8 135.0

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

4月以内で終了の割合 66.9% 32.7% 26.0% 38.2% 66.4%

6月以内で終了の割合 93.8% 86.3% 69.1% 81.8% 91.2%

（注）終了日ベースである（取下げ等を含む）。

　　　「弁護士利用」には、親権者等の弁護士以外の者が代理人である場合を含む。
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（2）和解 

FINMAC に当事者を和解させる義務があるものではなく120、当事者も和解する義務があ

るものではない121。当事者が和解した率（和解率）は 7 割を超える122（図表 33）。VIX イ

ンバース ETN に係る事案、最近の仕組債に係る事案で和解率が高いために和解率が高くな

っている。和解した場合に支払われる金額（和解金額）は、最近では 1 件当たり 273 万円、

全期間平均では 839 万円である。通貨オプションに係る事案で高額の和解金額となってい

るため全期間平均の和解金額が高くなっている。和解金額の損害額に対する割合（和解水準）

は、数％の事案もあれば証券会社の事務手続のミスによる損害事案など 100％の事案もあ

る。事案によって異なり比較することは必ずしも適切ではないが、和解事案の和解額の総額

を請求額の総額で除した和解水準は、最近では 15.9％であり、全期間平均で 26.6％である。

和解水準が 10％未満の事案の割合は最近では 4 割弱、全期間では 2 割弱、25％未満の事案

の割合は最近では 7 割近く、全期間では 4 割弱になっている（図表 34）。 

弁護士を利用する場合は、請求額が高く、和解率は低く、和解水準も高くない（図表 33）。

高額な請求額であるため証券会社も慎重になることや、申立人代理人も和解金額が低けれ

ば訴訟をするつもりで和解に応じないことも考えられる。なお、全体で、不調事案の請求額

のほうが和解事案よりも高くなっており、高額な請求額の場合には互譲しづらいのかもし

れない。 

和解率、和解水準をどう考えたらよいのか。顧客が金融商品を理解し、自らの判断で取引

を行ったのが明らかと考えられる場合もある。他方、証券会社が、勧誘に関し顧客に対し虚

偽のことを告げる行為等、適合性原則に抵触する勧誘を行っている状況等があったとして

行政処分される場合があり、このような勧誘による取引によって損害を受けたと考えられ

る場合もある。法令等で求められる情報の提供などについて形式的な不備があることはほ

とんどないが、プリンシプル・ベースでの適合性原則、実質的説明等の義務の履行が行われ

たか否かの判断が、和解率、和解水準に影響を及ぼすことになる。 

 

 

120 「和解が成立する見込みがないと判断して本件あっせん手続を不調としたことについて、被告に何ら

かの義務違背があるとは認められない。原告は、原告の提出証拠及び原告がした説明の内容等からすれば、

被告は、原告の説明している内容が真実であると分っていた旨主張する。しかしながら、原告の提出証拠

等からそのような判断ができるとは認めがたいうえ、原告の主張が真実であるとしても、SMBC が和解に

応じない姿勢を示してる場合は、被告は本件あっせん手続を不調とせざるを得ないのであるから、SMBC

の主張が虚偽であり、原告の説明が真実であるという原告の主張を前提としても、被告に本件あっせん手

続における何らかの義務違反があるとは認めがたい」（大阪地裁判決令和 3 年 3 月 24 日）。 

121 あっせん委員は特別調停案を提示することができ、被申立人には特別調停案を受諾する義務があるが、

訴訟を提起した場合は除かれる（金商法第 156 条の 44 第 6 項）。  

122 全銀協 ADR では公表されている和解率は約 5 割である。 
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図表 33：和解金額、和解率等 

 

 

図表 34：和解金額の水準 

 

 

 

【和解事案全体】

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

1件当たり請求額 1,551万円 1,978万円 1,501万円 1,714万円 3,150万円

1件当たり和解額 241万円 299万円 262万円 273万円 839万円

和解水準 15.5% 15.1% 17.4% 15.9% 26.6%

和解率 68.5% 80.3% 75.9% 74.9% 71.5%

【弁護士あり】

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

1件当たり請求額 2,520万円 5,638万円 3,990万円 4,207万円 13,038万円

1件当たり和解額 546万円 1,041万円 763万円 807万円 3,097万円

和解水準 21.7% 18.5% 19.1% 19.2% 23.8%

和解率 61.1% 61.5% 66.7% 63.1% 57.4%

【弁護士なし】

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

1件当たり請求額 1,411万円 1,609万円 1,121万円 1,393万円 1,178万円

1件当たり和解額 197万円 224万円 185万円 204万円 388万円

和解水準 13.9% 13.9% 16.5% 14.7% 33.0%

和解率 69.7% 82.8% 77.5% 76.7% 75.1%

（注）終了日ベースである。

　　　「弁護士あり」には、親権者等の弁護士以外の者が代理人である場合を含む。

　　　1件当たり請求額はあっせん手続全体ではなく、和解事案に係る請求額である。

　　　1件当たり請求額、和解額は、各年度の総請求額、総和解額を和解件数で除したものである。

　　　和解水準は、和解金額を損額額（請求額）で除したものである。

　　　和解率は、取下げ等を除いた終了件数に対するものである。

（参考）全銀協ADRとの比較

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

FINMAC和解率 68.5% 80.3% 75.9% 74.9% 71.5%

全銀協ADR和解率 46.9% 51.6% 44.2% 55.3% 47.7%

不受理を除いた和解率 60.3% 68.1% 65.5% 64.7% 62.9%

（注）「全銀協ADR和解率」は「全国銀行協会紛争解決等業務の実施状況」で公表されている和解率である。

　　　「不受理を除いた和解率」は全銀協ADRの終結件数から不受理とされた件数を除いた場合の和解率である。

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

10％未満の事案の割合 28.7% 46.3% 32.5% 37.5% 15.5%

25％未満の事案の割合 63.2% 73.7% 60.9% 66.8% 36.2%

（注）終了日ベースである。

　　　和解金額の水準は、和解金額を損額額（請求額）で除したものである。

　　　10％未満、25％未満の事案の件数が和解件数（全体）に占める割合である。
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図表 35：裁判 

 

 

裁判では顧客の損害賠償の請求が一部でも認容された割合が 4 割に満たない（図表 35）

ことに比べれば和解率は高いということができる。ただし、和解水準は必ずしも高くない。

このため、金融 ADR では「解決水準は訴訟に比べて低いという傾向があります」123。「解

決水準が訴訟による解決を下回りがちな構造であるという問題がある。この仕組みでは、訴

訟見通しよりも業者に不利な和解案や特別調停案は、業者が呑まない可能性が高いため提

示されにくい。それに対して消費者側は、原告としての訴訟コストと期間、労力の負担を考

え、訴訟による解決よりも低い水準でも妥協する傾向がある」124と指摘される。しかし、裁

判では顧客が手にする金額は費用を除いたものである。また、あっせん事案の損害額は申立

人が請求した金額であり、和解の基礎となった損害額がそれよりも少ない場合も多く、この

ような事情を考慮する必要がある。また、裁判で請求を認容しても過失相殺を行っている事

例も多く、過失相殺割合を 8 割とする事例125などもある。 

数％、数万円の金額（少額和解金）で和解する事案については、裁判であれば請求棄却で

終わってしまうかもしれない事案が救済を受けることができたとも、裁判であれば費用を

考慮してももう少し高い水準の金額を得られる可能性があるのに訴訟の途を断つとも考え

られる。被申立人は、全く落ち度がなく訴訟を提起されても問題がないと考えても、申立人

からの苦情を受けることがなくなる、将来の訴訟リスクがなくなる等として和解したのか

もしれない。 

 

123 金融 ADR は「現状では、解決水準は訴訟に比べて低いという傾向があります。この手続は、可能な限

りの実態把握を求めつつも、費用をかけず迅速に解決を図るものであり、互いの歩みにより、解決を促す

手続きであることに留意する必要があります」（日本弁護士連合会消費者問題対策委員会金融サービス部会

「金融商品取引のトラブル相談 Q&A」2024 年 7 月民事法研究会 240 頁）。  

124 脚注 102 と同じ。  

125 名古屋地裁判決令和元年 11 月 5 日等。  

2022年度 2023年度 2024年度 平均 全期間平均

棄却 21 11 11 74% 63%

認容 4 8 3 26% 37%

計 25 19 14 100% 100%

（注）判例データベースから確認できた地裁等の判決の件数である。

　　　金融商品取引について、証券会社（第二種金商業を含む）、投資助言会社、投資顧問会社、FX業者、

　　　仲介業者、銀行が相手方となったものを抽出している。

　　　いずれも顧客からみて、請求が認められた場合を認容、認められなかった場合を棄却としている。

　　　「認容」には請求の一部認容を含む。

　　　銀行の金利スワップ取引は除いている。

　　　商品先物業者が行う商品先物取引は除いている。
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 なお、和解に際しては、当事者の間で和解契約書126が締結され、あっせん手続を主宰した

あっせん委員が立会人として署名を行っている。 

（3）執行 

和解において金銭の支払など被申立人が行うこととされた義務は当然に履行されると考

えられている127が、顧客から申出があるときは義務の履行状況を調査し、証券会社に対し義

務の履行を勧告することになる（金商法第 156 条の 44 第 2 項第 11 号、金融商品取引法第

5 章の 5 の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令第 8 条、基本契約）。これまで義

務の不履行は承知していないが、不履行を把握した場合には勧告とともに、金融庁に報告し、

金融庁による証券会社に対する指導監督を期待することになる128。 

義務の不履行に備えて、ADR 法においては和解に法的拘束力を付与する特定和解129の制

度があり、FINMAC もこの制度の利用が可能である。しかし、特定和解の制度を利用しな

くとも証券会社の義務履行が期待できること、消費者と事業者との間で締結される契約に

関する紛争に係るものについては対象外であり（個人の申立てが 9 割）利用場面が限定的

 

126 和解契約書にひな形はないが、概ね次のような内容となっている。 

第 1 申立の趣旨及び紛争の要点 

 （1）申立人の主張 

 （2）被申立人の主張 

 （3）あっせんの結果、あっせん委員の見解 

第 2 和解条項 

 第 1 条 和解金として金〇万円の支払義務があることを認める旨。 

 第 2 条 支払先、支払期日。 

 第 3 条 その他の請求の放棄。 

第 4 条 和解条項以外に債権債務関係がないことの確認。 

 第 4 条 今後苦情を申し立てないことの確認。 

 第 5 条 守秘義務。 

127 「FINMAC の ADR は、相手方が証券会社ですから、和解が成立すれば、必ず任意で履行されると思

いますが、金融 ADR 全体を見ると必ずしもそうでない」（青山善充「理事退任に当たって」機関誌第 31 号

（2022 年 12 月 23 日）3 頁）。 

128 「紛争解決手続の応諾や特別調停案の受諾は、指定紛争解決機関と金融機関との間の契約によるもの

であり、これらの不履行が直ちに行政処分の対象となるものではないが、金融機関の対応について、金融

機関の業務の適切な運営を確保するために必要があると認められる場合には、監督上の対応が行われるこ

ともあり得ると考えられる」（詳説 54 頁）。 

129 「認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行

をすることができる旨の合意がされたものをいう」（ADR 法第 2 条第 5 号）。 
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であることから、特定和解を取り扱わないこととしている（業務規程第 40 条の 3）。 

（4）不調 

 あっせん委員は和解成立を目指して粘り強く当事者を説得するが、事実関係について双

方の言い分が真っ向から対立する場合や、被申立人が責任を全く認めない場合、申立人が和

解案で示された金額に満足しない場合130など「一方の当事者が和解をする意思がないこと

を明確にしたとき」（業務規程第 38 条第 1 項（1））は、あっせん手続は打ち切られ、不調

に終わる。被申立人が「和解をする意思がないことを明確にしたとき」にあっせん手続を打

ち切ると規定しているために、被申立人が和解しないとすれば不調になり、あっせん手続へ

の参加応諾義務の実効性をなくすと指摘する者もある。しかし、話し合いをせず、合理的な

理由がなく被申立人が和解を拒むのを許しているわけではなく、あっせん委員があっせん

手続を打ち切る理由を簡潔に規定しているにすぎない。 

不調に終わるのは、被申立人が譲らない場合が 3 割強であり、申立人が応じない場合が 2

割弱であり、双方の言い分が対立する場合などその他の場合が約 5 割である（図表 36）。不

調があまり多いと金融 ADR の意義が損なわれるおそれもある。しかし、申立人の言い分に

理がないと思われる場合もあり、この場合に被申立人に譲歩を求めるのは顧客のモラル・ハ

ザードを誘発するおそれがある。他方、被申立人が譲歩しないのは適当でないと思われる場

合もある。この場合には特別調停案の提示が相応しいが、直ちに特別調停案を提示するのは

難しい事情がある（（5）参照）。また、双方の言い分が対立し確たる証拠もない場合にあっ

せん手続でいずれかの言い分を正しいとすることはできない。 

 

図表 36：不調の理由 

 

 

あっせんが不調となった場合、顧客は訴訟を起こすことができる131。申立人からあっせん

委員が代理人となることを求められる場合など訴訟に関して助力を求められる場合もある

が、助力はできず、弁護士会等の紹介を行っている。 

 

130 事実関係を明らかにしたい、被申立人の販売姿勢や販売した商品の問題性を世の中にアピールしたい

として和解に応じない場合もある。 

131 当事者が認証紛争解決手続の終了の通知を受けた日から 1 ヵ月以内に手続の目的となった請求につい

て訴えを提起すれば、時効の完成猶予に関しては、手続の請求の時に訴えの提起があったものとみなされ

る（ADR 法第 25 条第 1 項）。 

2022年度 2023年度 2024年度 期間平均

被申立人が譲らない 7.5% 39.5% 72.9% 34.4%

申立人が拒否 22.5% 11.6% 22.9% 15.3%

主張の対立その他 70.0% 46.5% 4.2% 50.3%

（注）2016年度から統計を取っており、期間平均は2016年度～2024年度の平均である。
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不調の事案についてどの程度の訴訟提起が行われているかは不明である。「紛争解決手続

の目的となった請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該

訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報告しなければならない」（金商法第 156 条

の 44 第 2 項第 7 号、基本契約）とあるが、これはあっせん手続中の事案について訴訟が提

起された場合と理解されており、あっせん手続の終了後に訴訟の提起があったことの報告

は求めていない。訴訟の提起をためらう顧客が多く、一部の事案（高額な事案、証券会社を

懲らしめたい、白黒をつけたいという気持が強い顧客の事案）について訴訟提起が行われて

いると思われる。 

（5）特別調停案 

あっせん委員は、和解案（和解金額）を示しても被申立人が承諾しない場合は、受諾義務

がある特別調停案を提示することができる（金商法第 156 条の 44 第 2 項第 5 号、業務規程

第 40 条の 2）。受諾義務といっても、裁判を受ける権利（憲法第 32 条）を考慮して被申立

人が訴訟を提起する場合が除かれており、訴訟を覚悟すれば被申立人に特別調停案を受諾

する義務はない。被申立人は、受諾できる内容であれば特別調停案という形をとらなくとも

和解案として受諾している。あっせん委員は、被申立人が受諾しないからといって衡平では

ない内容の特別調停案を提示することはないため、被申立人は特別調停案の受諾は難しく、

訴訟を提起すること132となると考えられる。被申立人による訴訟の提起は申立人が自動的

に訴訟の相手方（被告）となること133を意味し、申立人に経済的、時間的、心理的負担をか

けることになる134。このため、特別調停案を提示する場合にはあらかじめ申立人に同意する

か否かの確認をしている135。衡平を欠く特別調停案は金融 ADR 制度への信頼を損なうこと

につながりかねないことから、特別調停案を提示するには、より丁寧な事情聴取、より精密

 

132 被申立人が訴訟を提起する場合、顧客が特別調停案を受諾したことを知った日から 1 月を経過する日

までに、特別調停案により支払うべき金銭を FINMAC に預託した上で行わなければならない（業務規程

第 40 条の 2 第 3 項）。預託金は第１回目の口頭弁論が行われた後に被申立人からの申出により返還される

（同条第 4 項）。 

133 被申立人からの訴訟は損害賠償債務の不存在の確認を求めるものであり、申立人はこの訴訟に応じる

だけでなく、損害賠償を求める反訴を行わなければ損害賠償を得ることができない。 

134 「特別調停案の提示には、極めて強い効果が伴う。金融機関の受諾が期待できない状況で安易に特別

調停案を提示することは、事実上訴訟を促すことにつながりかねない。弁護士会の金融 ADR 制度に対する

信頼確保の点からも、特別調停案の発動には慎重な配慮が求められる」（東京弁護士会紛争解決センター運

営委員会あっせん手続マニュアル編成プロジェクトチーム編「あっせん手続マニュアル」平成 25 年 11 月

39 頁）。 

135 事前に顧客の同意を得ることなく特別調停案を当事者に提示することもできるが、顧客が特別調停案

を受諾しない場合には被申立人に特別調停案を受諾する義務はない（金商法第 156条の44第6項第 1号）。 
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な理論構成等が必要になり、また、特別調停案に係る事案が訴訟となった場合には特別調停

案の内容が訴訟で参照されるなど、あっせん委員の事務的、精神的な負担も重い。 

特別調停案については、その有効活用に係る態勢整備の必要性が謳われている（指定紛

争解決機関向けの総合的な監督指針Ⅳ-2-3）。FINMAC では、あっせん委員に対し特別調

停案の制度及びその活用について周知を行い、個別の事案の状況を踏まえ、事案の性質、

当事者の意向を慎重に考慮して相当と認められるときに特別調停案を検討するようお願い

をしている。しかし、申立人が望まない特別調停案を提示することはできず、あっせん委

員が特別調停案の提示を検討しても、訴訟の相手方になる可能性を申立人に対し説明する

と、特別調停案の提示を望まない場合がほとんどである136。このような事情があり、特別

調停案を提示したのは過去 2 件であり、いずれも訴訟が提起されている137。なお、全銀協

では同期間で 11 件の特別調停案が提示されており、5 件が不受諾である。 

（6）アンケート 

あっせん業務に関しては、あっせんが終了した全ての事案について和解・不調の両方を含

む当事者に対してアンケート調査を行っている。調査の結果は運営審議委員会及び理事会

に報告するとともに機関誌 FINMAC（以下「機関誌」という。）に掲載している。担当した

事案でのアンケート結果を知りたいとするあっせん委員にはアンケート結果をフィードバ

ックしている。これまでの調査の結果は図表 37～41 のとおりであり、概ね良い評価を得て

いると考えている138。 

 

136 家族に知られずあっせん手続を行っており、訴訟になれば家族に知られることをおそれる者もいる。 

137 申立人が訴訟の相手方になるリスクがあるため特別調停案の利用が進まないとすれば、申立人が訴訟の相

手方とならない制度を検討することも考えられる。例えば、特別調停案が出された場合であって被申立人が受諾

しないときには、金融庁が特別調停案を検討した上で、妥当と判断すれば、被申立人である証券会社に対して特

別調停案の受諾を命じる行政処分（金商法第 51 条）を行うことも考えられる。証券会社は特別調停案の内容に

不満があれば処分の取消しを求めることができ、裁判を受ける権利を守りつつ申立人が訴訟の相手方となるこ

とを避けることができる。「一般に顧客と金融商品取引業者との間で生じる個別の紛争は、私法上の契約に係る

問題であり、基本的にADR や司法の場を含め、当事者間で解決されるべき事柄であることに留意する必要があ

る」（監督指針 III-2-5-4 行政上の対応）とされるが、旧証券取引法（第 7 章）には、証券会社の行う有価証券の

売買等につき争いがある場合に、争いの当事者から仲介を求める申立てを受けて、内閣総理大臣が職員に仲介を

行わせる制度があった。「紛争解決の実施主体の中立性・公正性を重視するのであれば、国（司法または行政）

が紛争解決の実施主体となるのが最も中立性・公平性の面でふさわしいと考えられる。しかし、紛争解決の実施

主体を国が担うことについては、特に行政については司法権との関係もあり、国の担うべき役割として疑義があ

ると考えられるほか、行政改革の観点も踏まえる必要があると考えられる」（詳説 36 頁）ともされるが、処分

のための調査人員を新たに割くわけではなく行政肥大になるものでもない。 

138 和解事案のほうが回収率が高く、評価が高いことに留意する必要がある。 
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図表 37：アンケート（申立てから終結までの期間の感想） 

 

 

図表 38：アンケート（申立てから終結までの期間の満足度） 

 

 

図表 39：アンケート（あっせん期日における時間） 

 

 

図表 40：アンケート（あっせん委員による事情聴取） 

 

 

2022年度 2023年度 2024年度 平均 期間平均

大変長い 3.4% 3.7% 2.7% 3.3% 3.2%

長い 16.0% 21.6% 22.3% 20.0% 20.0%

ちょうどいい 76.0% 70.5% 72.7% 73.1% 73.7%

短い 3.4% 3.7% 1.7% 2.9% 2.2%

大変短い 1.1% 0.4% 0.7% 0.7% 0.9%

（注）アンケートは2011年9月から実施している。

　　　集計期間の変更等があるため、2018年度～2024年度を期間平均としている。

2022年度 2023年度 2024年度 平均 期間平均

不満はない 80.3% 83.8% 79.1% 81.1% 79.5%

不満 8.1% 5.8% 6.1% 6.7% 6.1%

どちらともいえない 11.6% 10.4% 14.9% 12.3% 14.4%

（注）アンケートは2011年9月から実施している。

　　　集計期間の変更等があるため、2018年度～2024年度を期間平均としている。

2022年度 2023年度 2024年度 平均 期間平均

時間をかけすぎている 3.5% 3.4% 2.4% 3.1% 2.7%

ちょうどいい 90.2% 89.9% 90.5% 90.2% 90.9%

時間が短い 6.4% 6.8% 7.1% 6.8% 6.4%

（注）アンケートは2011年9月から実施している。

　　　集計期間の変更等があるため、2018年度～2024年度を期間平均としている。

2022年度 2023年度 2024年度 平均 期間平均

大変よく聞いてくれた 44.0% 52.9% 56.2% 51.0% 48.1%

よく聞いてくれた 37.7% 27.0% 27.4% 30.7% 34.5%

ふつう 9.7% 9.8% 8.7% 9.4% 11.3%

あまり聞いてくれなかった 5.7% 5.3% 5.4% 5.5% 3.7%

聞いてくれなかった 2.9% 4.9% 2.3% 3.4% 2.5%

（注）アンケートは2011年9月から実施している。

　　　集計期間の変更等があるため、2018年度～2024年度を期間平均としている。
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図表 41：アンケート（あっせん委員による説明） 

 

Ⅶ 評価 

投資家と証券会社との間の認識のズレにより、証券・金融商品の取引にトラブルが生じる

ことがある。トラブルに関して、気軽に相談し、苦情を述べることができることは、投資家

のためであり証券・金融商品取引への信頼の確保につながるものである。証券会社にとって

も相談・苦情・あっせんの状況を知ることは、その原因を探り139、態勢を整備することで将

来のトラブルの防止につながり、業界の自浄作用に資するものである140。FINMAC として

も情報提供に努めている141。 

 

139 あっせん手続においては、特定の担当者を誹謗するなど被申立人との関係がこじれていることも少な

くない。顧客の納得が十分に得られていないことが苦情、あっせんにつながる一因と考えられ、顧客の目

線で理解できるような説明や担当者と顧客との信頼関係の構築が紛争の事前予防につながる。 

140 「苦情処理体制は、各業者において十分確立していない。適切な苦情処理には、その前提として苦情の

趣旨に応じた相当の内部調査が必要だが、このための体制が不十分である。まず、適正な事務処理が行われ

ていることを証拠づける仕組みが必要だが、それがない。フィンマックは、業者の営業体制の適正と苦情処

理体制の充実に向けた教育の場である。」「あっせんでは、投資者の不満の所在・原因を的確に理解し、それを

業者に適切に伝え、理非を明らかにし、誠実な対話（説得）により妥当な解決策を求めることになる。ここで

は、当事者（特に投資者）の信頼を得て、それぞれの行動の問題点について納得を得る努力がかかせない。し

かし、フィンマックが行っている業界型の ADR の意味とそれを生かす取り組み方に対する業界の認識は、ま

だまだ不十分のように感じる。」「業界は、フィンマックの苦情処理やあっせんにつき、これを業界改善に関

する重要な教材として会社全体で受け止め（担当者任せにせず）、顧客の実態を十分顧慮適切な業務体制の確

立に繋げるべきである」（稲葉威雄「フィンマックのあっせんを生かすために業界に求められるもの」「あっ

せん委員の眼 プロフェッショナルに聞く」機関誌第 4 号（2011 年 5 月 9 日）5 頁）。 

141 現在、次のような情報のフィードバックを行っている。 

・委託元である自主規制機関に対し、各機関に所属する事業者に係る相談、苦情、あっせんに関する統計

情報を毎月提供。 

2022年度 2023年度 2024年度 平均 期間平均

大変分かりやすかった 44.0% 50.2% 57.9% 50.7% 49.7%

分かりやすかった 40.6% 30.5% 28.8% 33.3% 35.4%

ふつう 10.9% 11.5% 9.0% 10.5% 10.4%

分かりにくかった 2.9% 4.5% 2.7% 3.4% 2.7%

聞いてくれなかった 1.7% 3.3% 1.7% 2.2% 1.8%

（注）アンケートは2011年9月から実施している。

　　　集計期間の変更等があるため、2018年度～2024年度を期間平均としている。
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また、裁判によらない低廉で迅速な紛争解決手段の提供は、投資家、証券会社の双方にお

いて一定の納得感が得られる場であり、金融資本市場における重要なインフラと認識して

いる。あっせん手続について、「金融商品を巡る法的紛争は専門性が高いため、仮に訴訟を

する場合には弁護士を立てずに行うことは難しい。訴訟も短期間で終わらないことが多い。

このため、ある程度大きな額の賠償を求めたい場合で、かつ、勝訴が見込める場合でなけれ

ば、なかなか訴訟という手続は選択できないであろう。･･申立人の意向聴取をすると･･ここ

で解決できなくても訴訟をすることまでは考えていないという本音を聞くことが少なくな

い。そのようなときに、この手続が、『泣き寝入り』で終っていたかもしれない人たちの救

済に資するものとなって」おり、「6 割近い和解率（平成 29 年度）というのも、弁護士会

ADR の運営に携わる立場からするとうらやましい限りである。申立てがあれば相手方（証

券会社等）が必ず手続に参加する制度となっていることも大きい。申立人の費用負担が比較

的低廉で済むことも相まって、かなり ADR の理想形に近い手続と言ってよいのではないか

と感じている」とするあっせん委員もある142。 

FINMAC の発足から長らく理事を勤めた青山善充氏143は、退任に際して次のように

述べており、私も同感である。「当センターの ADR は、件数的にも時間的・内容的にも、

証券・金融商品をめぐるトラブルの解決として、大変立派な成績を上げてきていると思

います。もしこれだけの件数が裁判所に持ち込まれたら、裁判所の逼迫度は相当なもの

になっていたことでしょう。解決までの時間の点でも、リーズナブルな期間内で処理さ

れている。内容的にも最近は和解率がかなり高く、顧客満足度という点でも評価できる

と思います。」「当センターは、当事者である顧客と証券会社との紛争の中立公正な解決

機関という基本的性格のほかに、個別事件の解決を越えた、業界秩序の維持、さらには

資本市場の健全な発展の助成というような性格とを併せ持ち、それらの微妙なバランス

の上に運用されてきた。言葉を換えていえば、形式的な中立公正より、消費者（顧客）

の特性に応じ、その保護に配慮した実質的な中立公正を旨として、運用がなされてきた。

 

・日証協の協会員に対し、「苦情・相談の主な事例」、参考となるあっせん事案の結果・留意事項を取りま

とめた「あっせん事例集」を毎月提供。 

・日証協の協会員に対し、顧客から申出のあった苦情の中から注意を要すると思われる事例を取りまとめ

た「苦情事例の概要」を四半期ごとに提供。 

・日証協の協会員に対し、1 年間のあっせん事案を取りまとめた「あっせん事例集」を毎年提供。 

・投信協に対して、苦情、あっせんの対象となった投資信託の種類・商品名等を毎月提供。 

・特定事業者に対して、「第二種金融商品取引業者に関する相談・苦情一覧」を毎年提供。 

142 堀口久「FINMAC あっせん委員として感じること」「あっせん委員の眼 プロフェッショナルに聞く」

機関誌第 23 号（2018 年 12 月 20 日）3 頁。 

143 東京大学名誉教授。在任は平成 21 年（2009 年）8 月～令和 4 年（2022 年）6 月。 
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そのことが今日の FINMAC の評価に繋がっているように思います」144。 

 

Ⅷ おわりに 

 投資は投資者自身の判断と責任において行うべきであるという自己責任の原則は、適切

な情報が提供されることが前提であり、また、投資家が賢い投資判断を行うことができるこ

とが前提です。事業者による適切な情報提供、誠実公平義務の適切な履行と、一般の方々の

金融リテラシーの向上が図られることを期待しています。 

資産運用立国を目指し145、証券・金融商品取引が活発になり、金融資本市場がさらに発展

することが期待される中、FINMAC は、引き続き、丁寧な相談、簡易・迅速な苦情処理、

納得感のある紛争解決の実現に取り組んで参ります。 

最後に、プロボノで FINMAC の活動を支えていただいているあっせん委員の方々に、ま

た、多大な費用負担をいただいている証券会社ほか関係者の方々に、この場を借りて感謝を

申し上げます。 

（以上） 

 

144 「理事退任に当たって」機関誌第 31 号（2022 年 12 月 23 日）2 頁。 

145 令和 5 年 6 月 16 日閣議決定「経済財政運営と改革の基本方針 2023 加速する新しい資本主義～未来

への投資の拡大と構造的賃上げの実現～」（骨太方針 2023）。 


